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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１９年３月１５日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時３５分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 柴田繁勝  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 野口　博  委　　員 山本善信  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室参事　小山和重 同室参事　吉田和生

総務部長　奥村良夫 財政課長　堤　守

都市整備部長　岩田延弘 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

都市計画課参事　新留清志 まちづくり支援課長　土井正治

同課参事　鬼追弘臣

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件

　　議案第　１号　平成１９年度摂津市一般会計予算所管分

　　議案第　９号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分

　　議案第３２号　摂津市総合福祉会館再整備基金条例を廃止する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○木村委員長　おはようございます。た

だいまから、駅前等再開発特別委員会を

開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。連日、

代表質問、そして各委員会等々お忙しい

中、きょうは駅前等再開発特別委員会を

おもちいただきまして、大変ありがとう

ございます。

　本日は、過日の本会議で付託されまし

た案件についてご審議を賜るわけでござ

いますが、何とぞ慎重審議のうえ、ご可

決賜りますようよろしくお願いを申し上

げます。

　私、一たん退席いたしますけれども在

庁いたしておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

○木村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、嶋野委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、議案第１

号所管分、議案第９号所管分及び議案第

３２号について、一括で審査を行うこと

に異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○木村委員長　再開します。

　議案第１号所管分、議案第９号所管分

及び議案第３２号の審査を行います。

　本３件のうち、議案第３２号について

は補足説明を省略し、議案第１号所管分

及び議案第９号所管分について、補足説

明を求めます。岩田都市整備部長。

○岩田都市整備部長　おはようございま

す。

　議案第１号、平成１９年度摂津市一般

会計予算のうち、都市整備部にかかわる

部分につきまして目を追って主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、１７１ページ、

款７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費では、報償費、旅費及び需用

費のうち、阪急正雀駅前地区整備支援事

業、阪急京都線連続立体交差事業及び吹

田操車場跡地利用検討事業にかかわる経

費でございます。

　次に、１７２ページ、委託料は、吹田

操車場跡地利用検討業務委託料でござい

ます。これは、基盤整備にかかわる都市

計画決定に向けた測量等を行うものであ

ります。

　次に、負担金、補助及び交付金は、吹

田操車場跡地まちづくり計画委員会負担

金でございます。これは、吹田市ととも

にまちづくりの計画をより実現性の高い

ものとするために組織した有識者からな

る委員会の運営にかかわる費用の負担金

でございます。

　次に、１７４ページ、目６、再開発事

業費では、千里丘西地区市街地再開発準

備組合への講師派遣等の支援をいたすも

のでございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１８年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

うち、都市整備部にかかわる部分につき

まして、目を追って主なものについて補

足説明させていただきます。

　歳出でございますが、５７ページ、款

７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費では、報償費、旅費、需用費

は、阪急正雀駅前地区整備支援事業及び

吹田操車場跡地利用検討事業にかかわる
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経費の執行差金であります。

　５８ページ、目６、再開発事業費では、

報償費、旅費、需用費は、千里丘西地区

市街地再開発支援事業にかかわる経費の

執行差金であります。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　それでは、議案第１

号、平成１９年度摂津市一般会計予算の

うち、市長公室にかかわります部分につ

きまして、目を追って主なものにつきま

して補足説明をさせていただきます。

　歳入でございますが、一般会計予算書

の４４ページをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目２、土木費国庫補助金のうち、南

千里丘まちづくり事業にかかわりますま

ちづくり交付金で、交付対象事業費に対

する５分の２の交付割合となっておりま

す。

　歳出でございますが、予算書の８９ペー

ジをお開き願います。

　あわせまして、予算概要の２８ページ

をご参照願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１５、コミュニティプラザ費では、公共

公益施設の老朽化などによる総合福祉会

館の閉鎖への対応や、南千里丘まちづく

り事業にあわせ、シビックゾーンにおき

ます公共公益施設の再配置の検証による

（仮称）コミュニティプラザ複合施設整

備にかかわります予算でございます。

　その主なものは、報償費ではアドバイ

ザーへの報償金でございます。委託料で

は、土地所有者からの提案として、大学

サテライトキャンパスなどとの一体整備

に伴う法的アドバイスを受けるための法

律アドバイザーへの委託料、そしてリー

ス方式の検証にかかわる施設鑑定などに

よる評価に関する物件調査委託料、コミュ

ニティプラザ整備の基本設計などによる

概算整備費の試算に対する委託料であり

ます。

　次に、予算書１７４ページをお開きく

ださい。あわせまして、予算概要の９６

ページをご参照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

７、南千里丘まちづくり事業費では、南

千里丘まちづくりにかかわります予算と

いたしまして、報償費では南千里丘まち

づくり懇談会でのアドバイザーへの報償

金であります。

　委託料では、土地所有者との契約事項

等にかかわる法律アドバイザー委託料、

そしてインフラ整備にかかわる詳細設計

委託料、土地の交換等にかかわる土地評

価を含む物件調査委託料、そして土地交

換及び土地購入等にかかわる敷地確定の

ための土地境界測量委託料であります。

　公有財産購入費では、新駅設置に伴う

改札口への通路拡幅のための土地購入費

でございます。

　負担金、補助及び交付金では、阪急新

駅設置及び踏切改良にかかわります設計

に対しまして、阪急電鉄との協定書に基

づき、負担割合に応じて阪急に負担する

ものでございます。この負担に関しまし

ては、予算書の２５４ページで債務負担

行為に関する調書に平成１９年度に支出

予定として記載させていただいておりま

す。

　補償、補填及び賠償金につきましては、

摂津交通安全自動車協会の事務所移転に

かかわります物件移転補償でございます。

　次に、同ページの款７、土木費、項４、

都市計画費、目８、土地区画整理事業費

では、南千里丘土地区画整理事業にかか

わります費用で、その主なものについて

ご説明を申し上げます。
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　まず、委託料では、道路や駅前広場及

び公園等の詳細設計にかかわります道路

等詳細測量設計委託料でございます。

　また、第一中学校の一部等を本事業に

含みますことから、その敷地確定のため

の土地境界測量委託料でございます。

　使用料及び賃借料では、来年度から具

体的な設計業務を実施するための工事積

算システム借上料でございます。

　工事請負費では、文化財等の調査にか

かわる調査試掘工事でございます。

　以上が、歳入歳出予算事項別の主な内

容でございます。

　次に、予算書の１１ページをお開きく

ださい。

　第２表、継続費では、款７、土木費、

項４、都市計画費で南千里丘まちづくり

事業及び南千里丘土地区画整理事業に関

する事業年度期間及び年度ごとの支出を

継続費としてお示しをいたしております。

　また、あわせまして予算書の２４３ペー

ジ及び２４４ページに継続費に関する調

書といたしまして、全体事業にかかわる

財源内訳をお示しいたしております。

　なお、南千里丘土地区画整理事業に関

します財源内訳に関しまして、国・府支

出金と一般財源の内訳以外のその他の特

定財源につきましては、保留地処分金を

見込んだ財源となっております。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１８年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）の

市長公室にかかわります事項につきまし

て、補足説明をさせていただきます。

　あわせまして、生活環境部所管でござ

いますが、総合福祉会館再整備基金にか

かわります補正につきましても一括して、

私の方から補足説明をさせていただきま

す。

　歳出についてでありますが、３１ペー

ジをお開き願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

６、企画費のうち、旅費につきまして、

南千里丘まちづくり事業にかかわります

普通旅費を決算見込によりまして、不用

額として減額いたしたものでございます。

　次に、４５ページをお開き願います。

　款３、民生費、項４、生活文化費、目

１、生活文化総務費のうち積立金は、総

合福祉会館再整備基金積立金の利息分を

基金に組み入れるものでございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

○木村委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。野口委員。

○野口委員　おはようございます。そし

たら、順次質問をさせていただきます。

　当委員会は、結構回数を重ねて開催さ

れていますので、ちょっとダブる質問に

なるかもわかりませんが、よろしくお願

いしたいと思います。

　最初に、議案第３２号の総合福祉会館

再整備基金条例廃止の件から質問に入っ

ていきたいと思います。

　質問の趣旨は、いろいろ経過はわかる

んですけども、これまで我が党としてい

ろいろ申し上げてきた税金の使い方とい

いますか、そういう角度からこの問題を

見たときに、基金を設置することについ

て法的に、いわゆる開発の問題とか、い

ろんな種類別の目的を持った基金だとか、

いろんな設置の基準があるかもわかりま

せんけれども、いわゆる市民生活関連施

策に充当するための目的基金が法的に問

題がなければ、今の貧困と格差の拡大と

いう中で、そういうところに今回こうい

う形で福祉会館の再整備基金を廃止をし

て、開発、都市基盤整備全般に使えるよ

うにということで公共施設整備基金に一
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元化、統合するということにもつながっ

ていくわけでありますけども、そういう

やり方以外に、そういう基金の設定の仕

方もあるんではないかなと思いますけど

も、一度そういう検討もされたのかどう

かを含めてお考えを聞かせていただきた

いと思います。

　もう一つは、平成５年４月にこの条例

が施行されて、当初、毎年３億円の基金

が積み足しされて、現在１４億５，００

０万円ほどになってます。

　当時、警察署の北側のふれあい広場に

福祉会館を再整備するということを基本

にして、この基金が設置をされたわけで

ありますけども、今回、南千里丘の開発

に関連して（仮称）コミュニティプラザ

にも合流していくという流れの中で、こ

れがそういう基金の、今回の提案になっ

ているわけでありますけども、平成５年

４月に施行されたときの基金の設置目的

と今回の処置といいますか、それについ

て当初の目的からして、どう見てるのか、

ちょっとお尋ねしておきたいと思います。

　以上、２点です。

　２つ目は、吹田操車場跡地利用の問題

です。この間、いろいろパソコンでも見

ながら２つの委員会、促進協議会の会議

録もちょっと見てるんですけども、まず

この委員会の開催数だとか、どういう中

身がこの間、この委員会、促進協議会で

論議をされてきたのかということを大ま

かに説明をいただきたいと思います。

　２つ目は、２つの委員会、促進協議会

が設置をされて、それぞれ委員も選任を

されて会議がもたれてるわけであります

けども、以前から会議の持ち方について、

また自治体がこういう開発に関与する場

合に、やっぱり住民合意が基本であるべ

きだという立場から、こういう会議につ

いても市民代表だとか、市長と同じく選

挙で選ばれる議会代表も最低入れて、そ

の中で市民の意見も含めたさまざまなご

意見をここに反映すべきだと思っている

んですけども、この問題はどうなのかと

いうことと。

　あわせて、会議録を見ていますと、最

初に会議の公開問題について、事務局か

ら提案されて、原則公開であるけれども、

公開の方法については会議録による公開

ということで、会議そのものの傍聴はな

いということで、こういうまとめ方をし

ていますけれども、そういう問題を含め

て市民参加、議会代表問題について、ど

うお考えなのかと、これが２つ目です。

　３つ目は、計画のゾーニングです。こ

の前、ちょっと資料を見てましたら、あ

る瞬間に岸辺駅前の周辺の跡地ですけど

も、摂津側が以前は教育文化創生ゾーン

でありました。隣の吹田側の方が医療健

康創生ゾーンでありましたけども、これ

が逆転しています。

　これについて、私の記憶では本委員会

への説明はなかったと思うんですけども、

あったんでしょうかね。その経過ですね。

なぜそうなったのかということをちょっ

と確認の意味で、この問題はお尋ねして

おきたいと思います。

　それとあわせて、今回、当初予算で２，

０００万円の予算が組まれて、跡地利用

検討業務委託料ということで、平成２０

年度の都市計画決定に向けて、いろんな

作業が予算上も計上されて進んでいくん

だと思うんですけども、そういう中身を

ちょっと、補足を含めてあわせてお尋ね

をしておきたいと思います。

　次に、遺跡の問題です。代表質問でも、

ちょっとこの角度から質問申し上げまし

たけども、所管が違いますので簡単にし

ておきますけども、これまで吹田操車場

跡地の遺跡について試掘・発掘が行われ
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て、あそこが正式に吹田操車場遺跡とい

うのが指定されて、この間、周辺の片山

の地域では遺跡指定がされて開発ができ

ないというところもあります。

　ご承知のとおり、この場所は埋蔵物の

包蔵地であります。本来ならば、きちん

と全体像の試掘をして、日本全体の流れ

としては遺構とか遺跡があったとしても

記録保存が主ですけども、一部これだけ

広大な土地があるわけですから、せめて

現地を保存するとか、いろんな方策が取

れるだろうと思ってますけども、吹田操

車場遺跡・明和池遺跡の保存と活用を考

える市民の会としては、元議員の山下さ

んが会長されてるんですけども、文部科

学省へ行ったり、大阪府へ行ったり、摂

津市も含めて重要文化財、歴史的にも重

要な貴重な遺構・遺跡があるんだという

立場から、きちんと試掘も含めて現地保

存などもあわせて対応するべき立場で取

り組みを行っておるわけでありますけど

も、今、千里丘ガード拡幅のところの上

の部分も、この前、現地の説明があった

りして、各公民館、公共施設で順番に発

掘した遺構・遺跡の展示が行われており

ますけれども、担当が違うから言いにく

いんですけども、やっぱり行政側として

重要な遺構・遺跡でありますから、そう

いう位置づけでやっぱりこの問題をとら

えて、ただ単に大阪府の教育委員会にも

の申すだけでなく、もっと積極的にでき

ないものかと常々思ってるんですけども、

どうでしょうか。

　それと、最後に関連していつも聞きま

す大阪貨物ターミナルの状況です。過去

もいろんな経過があって、厳しい指摘も

行われて現状来ておりますけども、茨木

の交差点の改良の状況だとか西口側の中

央環状線側の出入口問題など、どうなっ

ているのかということと。

　毎年の貨物取扱量がどうなっているの

かということも、ちょっと確認の意味で

聞かせていただきたいと思います。

　以上が貨物駅の移転問題です。

　次に、南千里丘の開発問題です。いろ

いろ新年度から予算も組まれて、１２月

議会から連動して具体的に作業が今年度

始まっていきます。説明がありましたよ

うに、たくさんの予算も組まれて継続費

も組まれました。

　そこでお尋ねしますが、全体的に大ま

かに、各所管別の説明があった、順番に

説明があったんですけども、大まかにど

ういう検討をしていくのかということを

もう少しわかりやすく説明いただきたい

と。担当の部屋も３月いっぱいで解散と

いうことで、これには寂しい気持ちもあ

るんですけども、そういうことも含めて

１年間大体の仕事の内容をわかりやすく

説明をまずいただきたいと。簡単でいい

です。

　２つ目は、保留地処分金の内容であり

ます。２月の資料では、権利者が負担す

る分として、当然、減歩に応じて道路だ

とかいろんな形で減歩で出しますけども、

あわせて保留地処分金として予算上は４

億５，０００万円ほど出ています。

　以前の説明では、このうち主として大

体十七、八％ぐらい市の処分金分担分に

なるんではないかという説明がありまし

たけども、きちんとその金額も含めてで

すね。それと、どういう形で保留地とし

て処分するのかということを確認の意味

でお聞かせをいただきたいと思います。

　それと、コミュニティプラザの施設内

容問題です。過去、いろいろ本会議も含

めて質問がなされてきました。私どもも、

この問題について今の財政状況だとかを

含めて、どういうスタンスで、このコミュ

ニティプラザの建設問題について対応す
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るかという立場から意見も申し上げてき

ました。

　本来ならば、市が直接施工してやって

いくというのが基本でありますけども、

全体行政を見ますと今日時点では、やっ

ぱりコミュニティプラザについては、市

が直接施工しないという選択をすべきだ

という考えを個人的には持っています。

　リースバックだとか、民間につくって

いただいて貸していただくという、いろ

んな手法はありますけども、ぜひ現在そ

ういう方向を選択したとしても、いろん

な形で皆さん方も１０年後、２０年後は、

もうおられないわけですから、そういう

ことも含めていろいろ角度を考えた場合

にどういうスタンスで、この問題を今回

出発の時点で整理するのかということを

きちんと、やっぱり結論を出すべきだと。

　当然、ことし１年間、いろんな形でコ

ミュニティプラザに入る施設の内容も含

めて検討する中で一定の方向が出てくる

んだと思いますけども、一度そういう角

度からご意見をお尋ねしておきたいと思

います。

　もう１点は、昨年の８月からまちづく

り懇談会が行われてきました。促進前提

の懇談会で、しかしいろいろ、これまで

にないやり方で、やることが決まった前

提で懇談会が設置されて、いろんな角度

から市民の方々のご意見も出されていま

す。それに対して出された意見について、

阪急側だとか、ジェイ・エス・ビー側だ

とか、いろんなのが出されて、そのまま

お伝えするということで対応しておると

思ってますけども、ジェイ・エス・ビー

が出した提案内容だとか、市が交渉され

ている内容の中で、この懇談会に出され

た多くのご意見が、どういう形で反映さ

れているのかということもあわせてお尋

ねしておきたいと思います。

　南千里丘の最後の問題として、いつも

一般質問的になりますけども、財政問題

ですね。２月にいただいた、この南千里

丘まちづくり事業にかかわる年次別経費

という表をいただいてます。

　歴史をたどりますと、３年前の平成１

６年３月のシビックゾーン周辺等まちづ

くり構想調査報告書で２年間の調査結果

を含めて第一ステージ、最終ステージと

いうことで、いわゆる今回のまちびらき、

駅設置の第一ステージについては、総工

事費２４億８，０００万円で市の負担は

１４億４，６００万円で提示をされて、

この計画は失敗しました。

　今日時点では、総工事費３５億２，７

８０万円で市の負担が若干の違いがあり

ますけど、一応２１億円ということになっ

ています。

　それに、先ほど質問しました保留地処

分金が加わってくると思いますけども、

そういう流れになってます。

　いろいろ懇談会では、いろんなご意見

が出て、ここはこうしてほしいと、せっ

かくつくるならば、ここはこうしてほし

いと、お金がかかりますと、そういう角

度からいろんなご意見もあるかと思うん

ですけども、今日のそういう市民生活の

状況だとか、国全体の問題でありますけ

ども、そうした状況を見たときに、むや

みに税金を追加で使うことはできないわ

けでありますし、バランスのいい使い方

といいますか、暮らしにもきちんとお金

を使うと、大事でありますし、そういう

角度から新年度予算の関係で基盤整備だ

けでは、ちょっと誤解を受けるから、子

どもも位置づけた予算にするということ

で基盤整備と子どもと位置づけ予算で出

発をし、提案をされましたけれども、そ

ういう予算組みとの関係で、この２１億

円の予算をつぎ込んで開発を進めていく
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という問題について、どう整理されたの

か、これをお尋ねしておきたいと思いま

す。

　もう１点は、千里丘西口の問題です。

最近、状況は、余り出てませんけども、

１回、ＪＲ千里丘駅西口の状況について

現在の状況をお尋ねしておきたいと思い

ます。

○木村委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、財政にかか

わる問題が３点、ご質問があったという

ふうに思っております。

　まず一つ目、基金の設置で市民生活関

連施策の基金設置についてのお問がござ

いました。本市では、財政調整基金ほか

１３基金ございます。

　基金の規定は、地方自治法第２４１条

に規定がございます。普通地方公共団体

は、条例の定めるところにより、特定の

目的のために財産を維持し、資金を積み

立て、または定額の資金を運用するため

の基金を設けることができる。いわゆる、

積立型と、それから果実運用型、２つの

基金があろうというふうに思っておりま

す。

　ただいまご提案の市民生活関連施策の

充実のための基金ということですが、こ

の基金設置については否定的に考えてお

ります。といいますのは、基金の設置が

どのような具体の事業なのか目的が明確

でない。

　次に、基金設置の目的といたしまして、

財源確保という点もあろうかと思います

が、それ以前にどのような事業を実施す

るのか、しないのか、この判断がやはり

先決ではないかというふうに思っており

ます。

　とりあえずの財源確保のための基金と

いうのは、なじまないというふうに思っ

ております。

　年度間の財政調整のための財政調整基

金がございます。今後の財政需要につき

ましては、より柔軟なオールラウンドの

この基金を活用しながら財源確保に努め

ていきたいというふうには思っておりま

す。

　次に、基金設立時の目的と今回の措置

をどういうふうに調整を図るのかという

お問でございました。当時の委員会での

議事録を見てみますと、いろいろご指摘

やご意見をいただいております。例えば、

基金の積み立ての期間の問題、どのよう

な施設整備を行うのか、あるいは総合計

画の実施計画との整合性云々というのが、

いろいろございました。

　基金条例制定後、平成５年から基金を

運用しております。５年度には３億円の

積み立てを行い、それから平成９年度ま

での５年間、平成８年度は２億円でござ

いましたが、他の年度につきましては３

億円の積み立てをし、それ以後、財政状

況が非常に逼迫しておりまして、基金の

利子だけしか積み立てをしておりません。

平成１７年度末現在では、１４億５，０

００万円弱の積立残というふうになって

おります。

　当時、施設整備の着手時期については、

５年間をめどに着手していきたいという

ようなご答弁もございましたけれども、

これも先ほど言いましたように、他の基

金からの多額な繰り入れの中での財政運

用ということで、非常に財政運営が厳し

くなっております。そういうことで、当

時の約束が果たせないまま現在に至って

いるのが現状でございます。

　過去、福祉会館再整備構想につきまし

ては、ふれあい広場での建てかえ、ある

いは市民プール跡地でのＰＦＩ事業、い

ろいろ検討はいたしました成案には至ら

ず、現在まで推移しているのが現状でご
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ざいます。

　今回、平成１９年度でコミュニティプ

ラザ事業、それから南千里丘まちづくり

事業、土地区画整理事業の３事業で平成

１９年度から具体的に予算計上し、事業

着手にしております。

　平成１８年４月から福祉会館が閉鎖さ

れまして、ふれあいルームでの臨時使用

でご不便をおかけしておりますが、全力

でこれら事業の完成に向けて取り組んで

いきたいというふうに思っております。

　それから、財政問題で基盤整備と子ど

もというようなお問があったと思うんで

すが、平成１９年度の予算でございます

が、全体でいわゆる一般財源といわれる

款１の市税から款１１までの交通安全対

策特別交付金の合計でいきますと、平成

１８年、１９年を比較いたしますと、約

１２億１，６００万円の一般財源、歳入

の増になっております。

　それから、歳出の方の一般財源投入額

を比べますと、１２億８，８００万円と

いうことで、歳出の方にも財源をシフト

しております。

　それで、昨年の１８年度の当初予算の

基金の取り崩しは１４億４，９００万円

でございました。今回は７億７，４００

万円ということで、約半減をしておりま

す。

　ただ、先ほど言いましたように、歳出

の方でも財源シフトしておりますので、

今、感じているところでは南千里丘まち

づくり事業、あるいは市営住宅の建替え

事業の予算化をしております。

　それから、義務教育施設整備、あるい

は公園遊具の取替や生活道路とか、ある

いは各公共施設の維持補修にも財源を回

しております。

　平成１８年度以上にも予算配分をして

おりまして、ソフト部分でいきますと生

活保護や、あるいは児童手当の拡大に伴

う予算化も対応しておりますし、乳幼児

医療助成、あるいは私立幼稚園園児保護

者補助事業対象範囲の拡大にも努めてい

るところでございます。

　各課の要望には、すべてこたえきれて

はおりませんけども、平成１８年度と比

較しますと、ややかなりの要望は取り入

れたんではないかというふうには思って

おります。

○木村委員長　委員会及び促進協議会の

中身の問題、持ち方の問題、公開の問題

について答弁、鬼追まちづくり支援課参

事。

○鬼追まちづくり支援課参事　それでは、

吹田操車場跡地に関するご質問、約６点

ほどあったかと思いますが、それについ

てお答えさせていただきます。

　まず１つ目、我々有識者会議と呼んで

おりますが、吹田操車場跡地まちづくり

計画委員会及び促進協議会の今日までの

取り組み、もしくは回数などについてと

いうことだったと思うんですが、ご存じ

のように昨年１１月にまちづくり計画委

員会を立ち上げまして、同１２月に促進

協議会、ことし１９年１月１７日に第２

回の促進協議会、１９年２月２１日に第

２回まちづくり計画委員会と、過去２回

ずつ開催させていただいております。

　もう一度、その会の趣旨をお話します

と、まちづくり計画委員会というのは、

摂津と吹田の両市が示しておりますまち

づくりの基本的な方向性について、各方

面の専門家の方々に検証していただきま

して、より実現性の高い計画にするとい

うことを目的として組織されておると。

　促進協議会については、先ほど言いま

した計画委員会で策定されたまちづくり

を実現するために必要な協議だとか、調

整だとか、ノウハウだとかいうことをい

－�9�－



ただくことを目的として組織されており

ます。

　議員おっしゃるとおり、内容について

はホームページに掲載させていただいて

おりますが、全体的には少し事務局の詰

めの甘さもあろうかと思うんですが、お

のおのの専門的知識をご教授いただくん

ですけども、少し議論が発散しつつある

のかなと。というのは、我々の中でもう

少しここについて議論をいただきたいと

いうことから少し外れて、委員の方々の

持っていらっしゃる知見をだっと言うて

いただくような会になりつつあるので、

その辺、回を重ねるごとに事務局の方で

その体制だとか、その取り組みの方法な

どについて軌道修正しながらやっていき

たいなと思っております。

　議論されている中身については、昨年

この委員会でもご報告させていただいて

おります我々のまちづくり構想素案につ

いて、施設だとか、導入のコンセプトだ

とか、そういったことについてのこの表

現が足りないなとか、これではありきた

り過ぎるので、もう少し思い切った表現

が必要ではないかとか。

　もしくは、緑を中心に考えていくのは

非常にいいことだとは思うが、中途半端

なことはやめて、もっと思い切った森を

つくるだとか、そういうことを考えてい

くべきじゃないかという、割と大所的な

議論に集中しておるのかなと。

　また、国や府などからは、そういうま

ちづくりに対する事務手続的な手順につ

いて、漏れなく不整合の起こることなく

進めていくようにというようなご意見等

もいただいておるというような状況でご

ざいます。

　それと、２つ目にその体制についてな

んですけれども、市民代表、議会の代表

等の方が参加していないというのは、ど

うなのかということと、あと内容の公開

についての是非というような話であった

かと思うんですが、これにつきましても

ちょうど俗に言う市民意見の吸い上げと

いう形で表現させていただいておるんで

すけども、市民意見については、今、委

員会でお出ししております基本構想とい

うものが以前行った市民アンケートをも

とに構成されているということもござい

ますので、もしくは今、ゾーニング的な

議論、導入の指針についての議論をして

いる中で市民の方々に参加していただく

と、ちょっと議論が発散を、またするの

かなと。

　また、選定の問題というのも出てくる

かと思います。市域全体、もしくは北大

阪に波及するような話を公募であろうが、

推薦であろうが、少人数の方々が市民の

代表として意見を述べるには、少し影響

が大き過ぎるのかなというふうな気持ち

もしております。

　じゃあ秘密会議にするのかと、勝手に

我々が進めていくのかということに対し

ましては、そういう誤解を招かないため

にも我々本市の担当者が市民会議、市民

説明会などを行いながら情報公開に努め

ていきまして、市民の皆さんがそれに対

して思っていらっしゃる意見を吸い上げ

て、そのまちづくり計画の中に反映して

いく方法がベターじゃないかと、このよ

うに思っております。

　公開についての議論なんですが、委員

会の中で各委員の先生方にご質問したと

ころ、自分の持っているノウハウ、知見

等を出すに当たって、いろんな方の目が

ありますと、どうしてもその目を気にし

過ぎるが余りに建前論、抽象論、一般論

というような形で話が進んでいってしま

うという恐れが十分にあると。思い切っ

た意見だとか、率直な意見、忌憚のない
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意見をいただくためには、やはり会自身

は関係者だけで話をするのが一番いいの

じゃないだろうかというような意見がご

ざいました関係上で、公開については議

事録として公開させていただきたいとい

うような結論に至ったということでござ

います。

　それと、３つ目に、吹田市域の話になっ

てしまうんですが、ゾーニングは一部入

れかわっているんじゃないかという話で

ございますが、ご指摘のとおり岸辺駅前

のゾーン、吹田市域になるんですが、医

療健康創生ゾーンと教育文化創生ゾーン

というのが、確かに入れかわりました。

　その原因と言いますのは、委員会、協

議会の中で議論している中で駅前広場、

ここに隣接するものは、やはり医療だと

か福祉だとか、いわゆる弱者と言われる

方々のために位置づけされるのが最も望

ましいのではないかというような形で駅

前、直近のところには医療関係のゾーン

を持ってくるのがいいというふうな判断

をされたということを聞いております。

　このゾーンが入れかわったことについ

ても、委員会の中では、有識者会議の中

ではご説明、さらっとですが吹田市の方

からもございました。それについて、特

段、意見があったというようなことはな

かったかと思います。

　４つ目に、平成１９年度の予算を要求

しております吹田操車場跡地利用検討業

務委託料２，０００万円、その内訳の話

でございますが、平成１９年度のその主

な内容については、市長が市政方針にも

述べておりますように、基本的には都市

計画決定に向けての作業が中心になると

いうことでございます。

　都市計画決定の内容につきましては、

まちづくり用地のアクセスを担う道路、

及び基盤整備の方法としての区画整理手

法が望ましいという考え方を持っておる

んですが、その区画整理の範囲を定める

と、こういったことを都市計画決定した

いというふうに考えております。

　具体的な作業内容については、先ほど

言いました道路の都市計画決定に向けた

検討調査としまして、測量業務がござい

ます。また、それにあわせて道路の設計

業務というのもございます。これらを合

わせて約９００万円というふうに想定し

ております。

　それと、あと基盤整備としての区画整

理をするに当たっての準備としましての

区画整理事業調査というのがございまし

て、いわゆる施行地区、場所、エリアを

決めるという話。あと、その区画整理の

中の道路だとか公園だとか、または電線

類の地中化とか言われるようなライフラ

インだとか、そういった設計をする業務。

　それと、その区画整理全般の事業計画

を立てる事業計画書の作成等に対する委

託としまして、約６００万円ほど考えて

おります。

　区画整理をするに当たって、ある程度

上物の想定もしながら事業計画というも

のを立てていかなければなりませんので、

今現在の考え方に向ける導入機能だとか

概略の施設の検討だとか、そういったも

のに対して約４００万円程度必要でない

かというふうに考えております。

　それと、あと土地区画整理決定の準備

の際に、現在、道路だとか地図だとか、

そういうデータベースはすべて、いわゆ

る昔は紙に手書きで書いたもので資料作

成しておったんですけども、現在ではほ

とんどがＯＡ化されまして、電子化され

ておるというような関係がございまして、

その電子データ等への書きかえ等にいろ

いろ約１００万円ほどかかるのかなとい

うことから、あわせて約２，０００万円
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という要求の方をさせていただいており

ます。

　それと、遺跡の関係の話でございます

が、代表質問で市長が答弁しましたよう

に、吹田操車場跡地全体が文化財の包蔵

地であるということは我々も十分承知し

ております。

　貨物ターミナルの着手の際にも鉄道機

構とＪＲ貨物には、文化財については所

定の手続を行い、大阪府と十分協議しな

さいということで適切な対応したいとい

う覚書も締結しております。

　また、まちづくり用地についても、我々

としては同じような考えを持っておりま

すので、文化財に影響を及ぼすような工

事があるという場合は、同様な対応を取っ

ていきたいなと。

　別途、鉄道機構に対しても事前調査的

なものが必要ではないかなというような

問いかけ等もしております。鉄道機構側

の方は既存の営業路線等がある中で全面

的な試掘というか、事前調査というのは

今のところちょっと難しいんではないで

あろうかというような意見を聞いており

ますが、これについては引き続き協議の

方を進めていきたいなと思っております。

　それと、最後に大阪貨物ターミナルに

関する現在の状況というお話なんですが、

昨年、この委員会の中で例の宮島２丁目

交差点の改良の話、ちょっと府警本部と

の協議が佳境に入っていると説明をさせ

ていただいたと思うんですが、これまで

平成１７年ごろから本格的に茨木市の方

で茨木警察だとか、大阪府警本部だとか、

そういったところと協議の方を行ってい

ただいておりました。

　府警本部協議の折には、本市からも担

当者が出席しまして、これまでの経緯だ

とか、必要性だとかいうことについては、

警察に対しては説明を行ってきました。

　しかしながら、昨年１１月３０日の府

警本部の協議におきまして、やっぱり一

民間企業の都合であって、警察として積

極的にあの交差点を改良する必要はない

という判断をしまして、一たん協議の方

は終結するというような通告と言います

か、話がございました。

　府警本部としましては、宮島２丁目交

差点の交差点協議を終了するということ

でございますので、貨物ターミナルに関

連する、たとえばほかの安全対策の必要

性が出てきたというようなことがありま

して、それが警察の範疇に及ぶというこ

とであれば、また新たに協議は当然のご

とく乗らせていただきますというような

ことでございました。それを受けまして、

本市としては協議終了後、ＪＲ貨物側に

対してターミナル西口の出入りは今後も

引き続きないという前提のもとで、これ

からも問題に対しての対策を講じるよう

にというふうな話はお伝えしました。

　貨物の方では、貨物事業者と、また今

後協議して、どのような対応を取ってい

けばいいのかということをある程度定め

た上で、またご相談に行きたいというよ

うなことでしたので、西口の出入りにつ

いては引き続き、もうないということは

確認しておりますので、我々としてもこ

れからも監視、チェック等も続けていき

たいと思っておりますし、新たな協議に

ついては、また相談に乗って、対策、解

決に努力しようかと思っております。

　それと、あと貨物の全体取り扱い量の

ご報告なんですけども、毎年、年度明け

にいただくことになっておりますので、

これにつきましても入手次第、また委員

の皆さまにはご報告したいなと思ってお

りますので、きょうの時点ではお示しで

きませんのでよろしくお願いいたしたい

と存じます。
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○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　それでは、私の方

からは、南千里丘のまちづくりについて

ご説明を申し上げます。

　まず１点目でございますけれども、１

９年度の予算が初めて具体的に今回から

出たということで、平成１９年度からど

ういうような具体的な取り組みをしてい

くのかということでございますけども、

まず今回の予算編成に当たりましては、

区画整理の事業が基幹事業という形で１

点目、上げさせていただいております。

　区画整理によって、基本的には駅前広

場とかいう整備をしてまいります。そし

て、その周辺についてでありますけども、

それは南千里丘まちづくり周辺整備とし

て予算を計上させていただいております。

　もう１点につきましては、コミュニティ

プラザを整備していくということで、

（仮称）コミュニティプラザ複合施設の

整備ということで、基本の予算枠として

は３点で絞り込んで予算計上させていた

だいております。

　まず、来年度の具体的な取り組みでご

ざいますけども、やはり南千里丘周辺と

区画整理に関しましては、道路にかかわ

る詳細設計、そして先般、阪急側と協定

を結びましたので新駅設置の設計に対す

る負担等を実施してまいります。

　また、コミュニティプラザにつきまし

ては、今現在、庁内で検討会議を設置し

ておりまして、関連各課を集めてどうい

う施設であるべきか、またどういう機能

を持たすべきかということで検証をして

おりまして、その内容が一定まとまり次

第、基本設計で実施してまいり、必要な

費用、どれだけ必要なのかということを

精査してまいりたいというふうに考えて

おります。

　次に、来年度につきましては都市計画

手続、今月の８日と１１日に都市計画の

地元説明会を実施してまいりました。用

途地域の変更及び地区計画等にかかわる

説明会を実施し、その手続を具体的にこ

としの８月の市の審議会及び大阪府の都

市計画審議会に諮問し、そして８月末の

予定でございますけども、決定してまい

りたいというふうに考えております。

　基本的には、そういう行政手続を踏ま

えまして、来年度は作業に入るというこ

とになると思います。

　もう１点、今現在の土地の所有者でご

ざいますジェイ・エス・ビーと、先般、

基本合意を締結いたしましたけれども、

やはり詳細に内容を今後詰めていくとい

うことで、最終的には我々の目的として

はまちづくり協定、つまり公開空地も含

めまして管理協定等を締結していきたい

というふうに考えております。

　来年度の骨子につきましては、以上で

ございます。

　次に、コミュニティプラザの複合施設

についての施設内容について、どういう

ふうな形で、市はスタンスで臨むのかと

いうご質問に対しましては、まず施設の

絞り込みということを今現在やり、先ほ

どご説明申しましたように基本的にそし

たら、どれだけの費用がかかるのかとい

うことを来年度委託して検証してまいり

たいというふうに考えております。

　そして、建設費がおおむね決まりまし

たら、大枠として決まりましたら、それ

をベースに実際そしたら建設ができるか

どうかということも含めましてですけど

も、実際、例えば民間からご提案いただ

いてますけども、一体的に整備しません

かという呼びかけをいただいております。

それは、大学サテライトキャンパスを向

こうが誘致するというご提案をいただい

ておりますので、その施設と一体的にす
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れば全体の諸経費も建設コストも下がる

であろうというようなこともご提案いた

だいておりますけれども、やはり摂津市

として今望む施設を絞り込みの中で正規

で建てれば、どれぐらい費用がかかるの

かということを前提に、そしておおむね

の民間が提案する施設の費用を検証して

高いか安くなるのかということ。

　もう１点は、やはり建設コストをベー

スに来年度、リース料を鑑定評価を取っ

てみたいと思っております。

　鑑定評価の中で、平米当たり、月どれ

ぐらいのリース料が妥当であるか。それ

を例えば上限にして交渉を始めるという

ことも一つの方法であろうというふうに

考えておりまして、そういうことをやり

ながら具体に直近支出はできるだけ避け

て、平準化した支出の中で我々はこのコ

ミュニティプラザの施設整備を市民のた

めに何とかよいものをつくっていきたい

というふうに考えております。

　そして、もう１点、今現在、第８回、

９回とやっておりますまちづくり懇談会

の件でございます。我々は自由に参加し

ていただいて、そして自由な意見を言っ

ていただいて、それを我々は一つでも二

つでも反映させていくということを念頭

にずっと置いて対応しておりまして、で

きるだけ我々とすれば情報も公開し、そ

して懇談会で示された内容、そして我々

が情報を提供した内容は常にホームペー

ジで、できるだけ早くホットなニュース

として公表させていただいているという

ことをご理解いただきたいというふうに

思っております。

　そして、反映するべき内容とさせてい

ただいているのは、まず前回、当初予算

から増額になった部分でございまして、

増額になりましたというご報告もさせて

いただいたホーム間の地下道によるエレ

ベーター。２億円、３億円の増額にもな

りました。でも、今回、やはり皆さんが

ホーム間の移動が、これは非常に困難じゃ

ないかというご意見もいただきました。

そして、阪急側と協議する中で、そうし

たら、駅をつくってしまえば相当のお金

がかかる。でも、今、一緒にすれば、で

きるだけ安くできるんじゃないかという

阪急側のご回答もいただいております。

そして、計上もさせていただきました。

　そして、また阪急の側道、つまり坪井

踏切の方へ出る部分は、もともと車道で

ございました。でも、あの部分はやはり

車道を踏切の直近に出すのは危ないじゃ

ないかというご意見もいただきました。

その部分を踏まえて特殊道路として、緑

道に変えました。

　そして、さらに歩道をもっと広く取れ

ないかというご意見をいただき、それを

ジェイ・エス・ビーに常に伝える中で、

そうしたら公開空地として壁面後退に協

力しましょうということで今回の地区計

画に担保として取りながら、やはり壁面

後退をやることによって公開空地を広げ、

市民のために安全な歩行が可能なように

配慮していきたいというふうなことで、

まちづくり懇談会のご意見も反映させて

いただいている。

　だから、今後、緑化についても同様で

ございますけども、細かい部分、大きな

部分を踏まえまして、まちづくり懇談会

の意見を十分反映し、またジェイ・エス・

ビー並びに阪急側に伝えながら協力を求

めていくというふうに考えております。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　それでは、私の方

からは保留地についてと、２月に配付し

た資料の事業費についてということでご

説明させていただきます。

　保留地の件ですけども、現在、土地区
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画整理事業の認可を２月２７日に大阪府

の方に本申請をいたしております。その

事業計画の中によって、保留地の面積、

金額等も提示しております。そして、そ

の保留地につきましても、その事業認可

を取得するときに区画整理事業を進める

に当たりまして、基準というものを策定

し、同時に認可をもらわなければなりま

せん。その基準によって、保留地の確保、

あるいは保留地の処分方法が決まってお

ります。

　そして、先に保留地の面積と金額につ

いてですけども、市の負担の保留地面積、

あるいは保留地の金額について、幾らぐ

らいになるのかというご質問ですけども、

現在、一応登記簿上の市の面積の割合に

つきましては、約１５．５％になります。

前回、十六、七％と言いましたけれども、

精査したところ１５．５％です。

　ただ、これはあくまでも登記簿上であ

ります。その後において、今現在は実測

をしております。その中で測量増という

面積が約３，５００平米ほどの増がござ

いますので、それをどういうふうに配分

するかという課題が残っておりますけれ

ども、登記簿上でいきますと約１５．５

％、それを市の金額に直しますと約７，

０００万円程度の市の負担という形にな

ります。

　ただ、お金を出すのではなくて、土地

として出して、それを処分してお金に変

えるということにしております。

　そして、その保留地の処分方法でござ

いますけども、基準の中では一定、その

処分に当たっては別途規定を定めるとい

うことになっております。これにつきま

しては、今後、事業認可がおりた時点で

権利者、あるいは権利者ですから市とジェ

イ・エス・ビーとで協議しながら、どう

いう方法で処分するかという規定を策定

してまいります。

　今までの通例の区画整理での処分方法

としましては、第一に地区内での権利者

を対象に優先的に声をかけております。

その地区内で希望がなければ一般公開入

札という形で売却する方法を主にとって

おります。

　この地区につきましては、今後、権利

者との協議の中において、どういうふう

に方法をとるかは決めていきたいと思っ

ております。

　ですから、今現在では決まっておりま

せんが、権利者としては、できたら権利

者自身ができたら欲しいという希望は聞

いておりますけれども、これについては

今後協議ということになっていきます。

　そして、２月に配付した資料の事業費

の年次割の件でありますが、確かに約３

５億円の事業費になっております。当初

の平成１５年度の調査では、約２４億８，

０００万円、そして市の負担が１４億４，

６００万円、そして今回、２月に配付さ

せていただいた事業費が２１億円という

ことになっております。

　この負担の増につきましては、あくま

でも福祉会館周辺の整備が１５年度には

含まれておりませんでした。

　そして、もう一つは新駅にかかわる地

下道も当初は含まれておりませんでした。

そして、中学校の部分の歩道整備も含ま

れておりませんでしたので、現在、２月

の時点で精査した結果、市の負担としま

しては、約２１億円ということになって

おります。ただ、この事業費がふえない

のかということにつきましては、今まで

まちづくり懇談会で意見を聞いてきてお

ります。その内容も今後どのような形が

出てくるのかわかりませんけれども、現

段階ではふえないと予定しております。

○木村委員長　寺田市長公室長。
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○寺田市長公室長　それでは、最後のご

質問の、やはり税金の使い道の観点から

の南千里丘のまちづくりについてのご質

問でございますが、１９年度の市政方針

に基盤整備と子どもということを掲げま

して、将来の本市のまちづくり、あるい

は次代を担う子どもたちのためにという

ことで、そのことを意識して重点的に予

算を編成したところでございます。

　なるほど、非常に厳しい財政状況にご

ざいまして、非常にその辺で議論がある

ところでございますけれども、ただこの

まちづくりにつきましては、本市だけで

完結する問題ではございませんでして、

それぞれ相手がございまして、時期もご

ざいまして、ただそのことを今、この時

点で見送ることが本市が目指す将来のま

ちづくりとして、果たしてよいものかど

うか。

　また、将来このことが将来において実

現ができるかというと、非常に困難な状

況でございます。これについては、既に

ダイヘンの移転ということでお話をさせ

ていただいたところでございます。

　ただ、その時期が厳しい財政状況の今

であるから、いろんなご意見があるとい

うのは十分承知をいたしております。

　ただ、しかしこの事業が本来、市とし

てやるべき事業でないと、そういうよう

なご意見は少数かと思います。ほとんど

の方が、この事業については、財政さえ

クリアできればやるべき事業であるとい

うふうにご理解はいただいておるところ

でございます。

　ただ、しかし市民の暮らしと生活とい

う観点から申しますと、それぞれ均衡の

ある財政配分ということは心がけていか

なければならない、政策的にも考えてい

かなければならないというふうに思うわ

けですが、このように南千里丘のまちづ

くりにつきましては、社会的資本の充実

を図るということでございまして、これ

らの事業につきましては福祉、教育、給

付金のように目に見えない事業でござい

ますが、将来的には市民のためにまちの

活性化、あるいは快適性、あるいは利便

性等、将来において必ず市民の方に返っ

ていく問題でございます。

　そういうことから、非常に厳しい財政

状況でございますが、先ほどから答弁を

しておりますように、民間活力などを導

入いたしまして、できるだけ市負担の縮

減を図っていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくご理解を願いま

す。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　千里丘西口

の状況についてですけれども、特に大き

な変化はございませんけれども、昨年の

秋に開発を希望されております大口地権

者の方が反対の地権者さんの土地にお持

ちの借地権のついた土地の活用について、

土地活用をしたいという形の中の申し入

れをされたと聞いております。

　しかし、結果的にはいい返事はもらえ

なかったという状況です。

　最終結論が出たわけではございません

ので、準備組合といたしましては前から

このお二人の話し合いの結果を見る中で

準備組合として、今後どういうふうにし

ていこうかということを決めていきたい

という思いを持っておられましたので、

現状では今の交渉状況を見守っていると

いう状況でございます。

○木村委員長　野口委員。

○野口委員　そうしたら、基金の問題か

ら再質問に入ります。

　おっしゃっていることは、よくわかる

んです。問題にしているのは、最後にご

答弁をいただいた税金の使い方の関係で、
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そうおっしゃるならば特別に市民生活関

連に将来準備として名前をつけて基金を

設けることはできないまでも、自由に使

える財政調整基金、若干趣旨は変わって

きますけれども、そういう基金の積み方

もあるんではないかなというふうに思う

わけです。

　いろいろ否定的だとか、事業の具体的

なそういう中身もありませんということ

で、否定的なご意見でありますけれども、

本来ならばそういう部分について、いわ

ゆる歳入と歳出の新年度予算の関係を見

ても、市がそういう立場に立つならば当

然、あってしかるべき検討課題だと思っ

ています。そういう立場から、ちょっと

申し上げているわけです。

　経過は、もうわかっていますので、そ

のことだけ申し上げておきたいと思いま

す。

　吹田操車場跡地の問題です。住民合意

だとか、そのための計画委員会や促進協

議会の会議そのものの公開問題について

ですけれども、ご答弁は委員の方々が気

になるとか、意見が出しにくいとか、い

ろいろおっしゃってますけども、しかし

お互い税金を使って、会議をやって、事

務局に問題提起されて、いろんな課題に

ついて論議を深めて物事を進めていって

いるわけで、基本は税金を使ってるわけ

ですから、当然やっぱり会議そのものを

公開すべきだと。

　ずっと、この間、森山市長になって人

間基礎教育なるものがとられてますけれ

ども、親切に物事を進めていくというと

ころから見た場合、本来ならば行政の基

本である憲法である住民基本条例を、自

治体条例をつくって、それを土台にして

物事を進めていくということもありかと

思うんですよ。そういうことが今、求め

られている中で、そんなご意見で意見を

出しにくいから、会議録だけを出すとい

うことでは若干、時代から見ておかしい

んではないかなという気がします。

　会議録を見ていますと、要点をまとめ

た分だと思いますけども、そういう問題

提起をしましたと。いわゆる計画委員会

及び促進協議会は、公開を原則としたい

と。方法については、会議録による公開

にしますと。あと、会長さんが諮って、

特に委員からの意見がなく、事務局提案

が承認されたと書いてあります。こうい

う問題、提案に対して何も意見がなかっ

たんですね、正直にこれを見れば。

　としますと、事務局なり事前のそうい

う提案する側で、この原則公開の問題を

会議そのものを公開という立場で提案で

きればそうなったかもわかりませんし、

事務局そのものがそういう消極的な姿勢

だというのが取れるわけですけども、も

う一度やっぱりきちんとすべきだと思う

んです。

　お話の中で何年か前に調査されて、そ

こでいろんな市民のご意見も反映したと

おっしゃってるんだけども、これを見ま

すと２万８，０００通配ったけども９０

２通しか回答がないわけですよね。その

中で分析されて、出た意見をもとにして、

その後の今の計画にも反映したという話

でありますけれども９０２通ですわな。

　あるいは、その計画の中身だけのアン

ケートです。そうしたら、やっぱり便利

だとか、いろんな角度から受けとめ方が

ありますから、当然、推進の、賛成の側

でご意見を申し上げるという、そういう

アンケートになりやすいわけです。

　行政の全体像を示して一つの問題につ

いてアンケートをとるならば、違った結

果が僕は出ると思ってますけども、そう

いうことを含めて、やっぱりこの原則公

開の問題についてはおかしいと。できれ
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ば、もう一度、やっぱりきちんと摂津の

委員会でもこんな意見が出てますと、吹

田もそうだと思いますよ。少数であって

も、そういう意見があるわけで、本来、

時代としてはそういうことをやるべきだ

ということですので、１回、きちんと諮っ

ていただきたいということで申し上げて

おきます。

　ゾーニングの問題は、とりあえず経過

はわかりました。その理由はわかりませ

んけども。

　遺跡保存の問題ですけども、いろいろ

ご苦労はあるかと思うんですけども、た

だ先ほど申し上げたように、少なくとも

現地で一つのスペースを設けて、そこに

遺跡、資料館だとかを含めて、そういう

現地で保存することを展望して進めてい

ただきたいと、そういう積極的な対応を

ぜひお願いしておきたいと思います。

　大阪貨物ターミナルの関係のご答弁で

あります。１１月３０日の件のお話があ

りましたけども、それは委員会の方では

初めてと思いますけど、初めてそういう

話を聞いた記憶があるんですけども、言っ

ても仕方ない部分がありますけども、そ

の前までいろいろ各委員さんも含めて厳

しいご意見が出て、行政側もその対応を

取りますけども、そういう苦労が何であっ

たかという気がしてなりません。そうい

うことだけ申し上げておきます。

　南千里丘の問題です。一つは、この継

続費の問題で追加してお尋ねしたいのは、

平成１９年度から２３年度まで、毎年、

市としてこれだけのお金を出しますよと

いう予算が示されています。これを足し

ますと、約８億７，０００万円になるわ

けです。これに駅関係の１２億円を超え

る市の負担分を足しますと、大体２１億

円になるわけですけども、お尋ねしたい

のは阪急側の駅設置に負担する金額が、

ここでは約５億６，０００万円計上され

てます。

　摂津が１２億２，０００万円というこ

とであります。摂津として計上している

この１２億２，０００万円の分割払いを

平成１９年度から２３年の間に考えてお

られるのか、その後に考えているのか。

この分割払いの支払いについて、どう考

えているのか、ちょっとこの際、お聞か

せいただきたいと思います。

　それと、税金の問題です。公室長から

ご答弁がありました。確かにそうだと思

います。

　しかし、いろいろ基盤整備にしても、

税金の使い方にしても、将来に対する投

資だとか、いろいろおっしゃって予算組

みがされたわけですけれども、今、何回

も言いますけども格差と貧困の拡大のも

とで、今、生活している方がどういう実

態なのかと。

　全国的なその実態というのは摂津も同

じであって、摂津はそうではないという

ことではないと思うんですね。

　これまでもいろいろ申し上げてきてま

すように、例えば毎日新聞が２月１４日

に発表しました大阪府下の行政区別の平

均所得であります。これを見ますと、市

で見ますと一番最低は門真市ですね。泉

佐野市、大東市。低い平均所得から見ま

すと４番目にあります。これだけ所得が

低いということであります。

　そういう中で、子どもということで、

いろいろ予算組みもされました。国の制

度改悪によって生活保護やとか児童手当

だとか、いろいろ増額要因はありますけ

ども、子どもで見た場合、子どもの医療

費関係で１歳引き上げで２，５００万円

であります。

　私立幼稚園３歳児補助金で７００万円。

生後４か月内の乳児全員訪問で約二百五、
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六十万円といってますね。

　基盤整備と合わせて、子どもを位置づ

けた予算という、その子ども予算の関係

を見ますと新規はそれだけなんです。そ

の上に公共料金の値上げもしようとして

います。少なくとも将来も当然大事であ

りますし、それは当然、いろいろ予算に

反映して取り組むべきだと思いますけど

も、今の全体の状況の中で、今の市民生

活をどう守るためにかかわっていくのか

ということも大事な命題であります。

　その最大の焦点は、少なくとも公共料

金の値上げはしないと。これまでは、行

政側としては受益者負担ということで一

定財政状況もありますけども、そういう

立場で対してきましたけども、今日の状

態を見ますと少なくとも公共料金の値上

げをしないということで対応するべきだ

と思うんです。

　しかし、国民健康保険料で約１億６，

０００万円の値上げであります。

　下水道使用料金も値上げ案は今見送っ

ておりますけども、６月議会には提案し

たいと、そういうふうにご意見も出され

ていると。

　今回の総務部長からご答弁があったよ

うに、市税を見ますと２６億４，３００

万円の増収になりました。

　その一方、三位一体改革で所得譲与税

が６億４，０００万円削られました。地

方特例交付金の減税分がなくなりました

ので、大体、合わせますと２億４，００

０万円。収入増から引きますと３億円も

奨励金も引きますと、約１４億６，３０

０万円程度が増収になっているわけです。

財政はしんどいと。しかし、こんだけの

増収はありますと。説明があったように、

いろんな課題に予算組みして予算が組ま

れました。せっかく、子ども位置づけ予

算とおっしゃってるんだけども、近隣各

市と比べても子どもの問題だけでも、よ

うやく近隣各市になったというレベルだ

と思います。

　そういう中でこの南千里丘開発につい

て進めようとされているということにつ

いて、やっぱり前回の委員会でも申し上

げたように、進んだらいいと思うんです

よ。進んだらいいんだけども、そのため

の市民合意をちゃんとやっていただきた

いと。こんだけのお金を使いますけども、

一方こんだけの公共料金の値上げをしま

すよと、財政はこんだけですよと。

　いろいろ市政方針演説でも市長がおっ

しゃってるんだけども、その位置づけを

僕らは理解できない部分もあります。い

わゆる地方自治体として、民間企業で言

う倒産を免れたと。準用再建団体を回避

できたという、こういう言い回しをやっ

ています。

　本来ならば財政再建の方向を見ますと、

経常収支比率も１１０％でありますけど

も、７５から８０が適正のレベルであり

ますし、借金の問題でも前回申し上げた

ように平成１７年度決算で言いますと、

一般会計、特別会計、水道会計を含めま

すと市民一人当たりの借金が１００万円

を超える借金を抱えていると。

　平成１７年度、この借金返済のピーク

は越したけどもということも言われてま

すけども、そんなに将来を見越して夢を

推進する立場で、それを基本にして財政

の組みができるような状態でないと思い

ます。

　そういう中でやろうとしてるわけです

から、やったらいいんですよ。いろんな

全体像を市民に示して、この開発につい

て市民合意を図っていくべきだと、この

ことを今でもやるべきだと思っています。

　先日、跡地問題で吹田の方で、吹二地

区地域で工事説明会を行われたそうであ
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ります。その場で紛糾しまして、ＪＲ側

のまとめ役、これは課長さんだと思いま

す。若い方だそうであります。自分は、

吹田市長が着工合意した時点で住民の合

意はされていると思って来たが、そもそ

ものところで合意されていないことがよ

くわかったと。このことを本社へ戻って

伝えますと、こういうまとめをその場の

責任者が、若い方ですけども、されて帰

られたそうであります。

　この間、協定されている協定書を見ま

すと、いわゆる「疑義が生じた場合はお

互いに協議をします」という、こういう

条文があります。

　だから、それを根拠に条文上はできる

わけで、今申し上げたようなそういう開

発についても取り組む姿勢について、き

ちんと整理をするべきだと思いますけど

も、いかがでしょうか。

○木村委員長　福祉会館と吹田操車場の

跡地の問題については、野口委員の意見

として受けとめておきたいと思います。

あと、南千里丘の問題で答弁、小山市長

公室参事。

○小山市長公室参事　２月にお配りした

資料の中で阪急の負担としての金額、市

の１２億円の負担でありますけれども、

平成１５年で計画いたしましたのは、阪

急と協議の上、おおむね２０年間の分割

で返済をお願いできないかという経緯が

ございます。

　その後、阪急と交渉してまいってまい

りました。その中で、２０年間の割賦返

済となりますと、市の財政としても起債

として扱われる可能性も残されてきてお

りますので、なかなか難しい状況がある

のかなとは思ってます。

　そして、２０年間の例えば割賦にしま

すと、金利にしましても１％上がるごと

に約１億何がしかという、かなりの金利

がかかってきます。それが２％、３％に

なりますと、４億円とかいう金利にもか

かわりますので、市の財政にもかなり影

響がいくのかなということで、現在、阪

急とも協議をしておりますが、このまち

づくりの事業期間内の返済で検討できな

いかということも阪急と今現在進めてお

ります。

　まだ、正式な回答はいただいておりま

せんが、まちづくりの期間内での返済も

阪急も検討していくと。その場合につき

ましては、金利については別に考えなく

てもいいのではないかという返事は一応

いただいておりますが、今現在どのよう

な分割方法でしていくかというのは、十

分財政部局とも調整しながら最終判断し

てまいりたいと思っております。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　ご質問の趣旨でござ

いますけれども、特に本市の市民一人当

たりの所得については、私どもも十分承

知をしております。本市は、全国的には

５５０番目ということも数値はわかって

おります。

　ただ、そういうことも意識をしながら

市政運営をしなければならないというこ

とは十分にわかっております。

　また、子どもと基盤整備の予算の内訳、

もともとそういう予算と都市基盤整備と

いうのは、非常に多額の費用が要るもの

で比べることがどうかなというように思

いますが、ただ子どもの施策の中でおっ

しゃいましたけども、ただこちらの方と

して市政方針には書いておりませんが、

そのほかに民間保育所の休日保育に対す

る補助金とか、あるいは学童保育室の増

設とか、あるいは小学校の学校給食の改

築とか、子どもにかかわる事業というの

は多々行っておりますし、特に学校教育

における就学援助の問題なんていうのは、
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摂津市が率が高いというふうにおっしゃっ

ていると思いますが、それは本市の基準

が他市よりも緩やかだからということも

一つの要因があるわけでありまして、そ

ういうことも我々解消せずに継続してやっ

ていると、そういうことも十分に評価し

ていただきたいというふうに思っており

ます。

　ただ、今この南千里丘のまちづくりに

ついて見直すべきではないかとか、市民

の方々のということなんですが、ただま

ちづくり懇談会に出ておりましても、こ

の事業そのものをやめるべきだと、ただ

駅の周辺の方は駅舎が迷惑だというお話

はありますけれども、その以外の方でこ

んなのはやめるべきだという、確かにご

意見はあります。ただ、まちづくり懇談

会に来られている中でも比較的少数の意

見でありまして、そういうことからしま

すと、ただ財政的に大丈夫かなというお

話はありますけれども、これについても

こちらの方としては決してこのことが本

市の財政を揺るがすようなことにならな

いように、今後民間の活力を導入と言っ

ておりますので、そのことも考えながら

やっていきたいというように考えており

ますので、今、この場で開発を見送ると

いうようなことについては考えてはおり

ません。

○木村委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　財政問題もございます

ので、私の方から再度、答弁をさせてい

ただきたいと思います。

　昨年、９月に中期財政見通しというこ

とで皆さん方にお示しをさせていただい

てます。これは、見通しの分を公表させ

ていただいているのは、３回目になろう

かと思います。

　今後につきましては、決算状況を見な

がら、それからまた、それぞれの歳入歳

出を要は精査しながら、毎年そういう時

期には皆さん方にご提示をしていきたい

というふうに思ってます。

　昨年のお示しさせていただいた中期財

政見通しの中では、南千里丘の事業費は

一応計上して、一応収支をあらわしてお

ります。

　それで、公共事業云々というお話があ

るんですけれども、公共事業には二つあ

るというふうに私どもは思っております。

　一つは、国や都道府県の公共事業があ

ると思います。いわゆる地域が非常に拡

大したダムや、あるいは高速道路の整備、

こういう大きな公共事業と。

　それから、我々の地元に密着したと言

いますか、市民生活に密着した公共事業

があろうかと思います。

　そういう部分では、我々の公共事業は

決してむだな事業ではなくて、市民の皆

さん方に提供しなければならない公共事

業というふうに思っております。

　それで、我々財政を預かる者といたし

ましては、歳出を抑えたいというのがや

まやまでございます。今回、平成１９年

度当初予算を先ほど説明しましたように、

７億円ぐらいの基金の取り崩しで初めて

予算が計上できたということでございま

す。

　通常、言われておりますように「入を

もって出を制する」という言葉がござい

ます。もちろん、入をもって出を制する

ことになれば、基金の取り崩しも必要が

なくなるんですけれども、やはり公室長

が先ほど言いましたように、市民生活に

もある程度配慮した予算ということにな

りますと、従来今までためておりました

基金からの活用によって市民サービスに

も努めていかなければならない、こうい

うふうに我々は財政運営はやっていかな

ければならないというふうに思っており
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ます。

　いずれにつきましても、いろいろこれ

から事業に対する変化も当然出てきます。

ことしの、また決算が終わった時点で中

期財政見通しを皆さん方にご提示しなが

ら議論をしていきたいというふうに思っ

ております。

○木村委員長　野口委員。

○野口委員　最後にします。

　南千里丘の資金計画の中のご答弁があっ

た駅にかかわる１２億円の分であります。

市のスタンスとしては、平成２３年の第

一ステージの期間内におさめられないか

というスタンスでおるということですね。

確認しておきます。

　最後の問題であります。公室長も総務

部長もご答弁いただいて、そのとおりか

もわかりませんけども、懇談会の中で反

対はないというご答弁をされてますけど

も、例えば安威川以南の方々がいた場合

に、何で千里丘駅があるのに、すぐ近く

に駅が要るのかという問題から見て、こ

の間、共産党としても、我が党としても

市民アンケートをやっておりますけども、

そういうご意見が特に安威川以南では多

いわけです、はっきり言って。

　だから、そういう点では説明不足なん

です。大手を振ってやるんだとなれば、

もっともっと、きちんと説明を全市的に

やって、その一方、市民生活を守ります

よという、そういうメッセージの仕方も

僕はあると思うんです。

　そういう、大体安威川以南の地域はそ

ういうスタンスであります。そのことは

申し上げておきたいと思います。

　それで、公室長いろいろ予算組みされ

て、評価してほしいということでおっしゃっ

たんだけども、評価はいろいろさせても

らってるんですよ。年末にも市長に対し

て１４０項目の要望書も提出させていた

だいて、結構、予算化されております。

そういう点では、きちんと正確に評価も

させていただいてますので、そのことは

改めて申し上げておきます。

　それで、これまで申し上げているのは、

開発推進しても構わないけども、そうい

う手続をちゃんとやってほしいと。住民

の間で、この開発も含めて開発を進める

根拠だとか、理由づけだとか、こんだけ

のお金を使われますよと。全体で３００

億円を超える一般会計の予算であります

けども、こんだけの収入がふえて、予算

の位置づけとしてここに新規にお金をつ

きますよという全体像を示して、一緒に

全体の中で、この開発を評価し合えるよ

うな情報公開をして論議を進めてほしい

ということが一つと。

　先ほど申し上げたように、少なくとも

現時点での貧困の格差の問題の中では、

最低、公共料金の値上げはしないという

メッセージは送るべきだと。

　申し上げたように、差し引きでいろい

ろ出はありますけども、単純に引きます

と約十四、五億円のお金がふえてるわけ

ですから、１億６，０００万円とか、数

千万円とか、やる気になればできるわけ

で、そういう点ではやっぱり将来も当然

大事ですし、あわせて今日の問題につい

て、自治体で一番の仕事である市民の暮

らしを守る立場で、どうお金を使うかと

いうことも、この開発を考える場合に、

いつも頭に入れて進めていただきたいと

いうことを申し上げて終わります。

○木村委員長　はい、ほかに。嶋野委員。

○嶋野委員　それでは、質問をさせてい

ただきます。

　まず、議案第３２号の総合福祉会館再

整備基金条例の廃止についてなんですけ

れども、先ほど野口委員からも質問がご

ざいまして、今回、福祉会館の再整備を
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する基金の廃止をされるということで、

非常に大きな決断ではないのかなという

気がするんですけれども、やはりそれに

際しまして、当初つくられたこの基金の

目的ですよね。それが果たして達成され

ているのかどうかについて、しっかりと

検証せないかんのかなという気がしてお

りますし、それに伴いまして、これが公

共施設の整備基金ということで、幅広く

なっていくのかなという気がするんです

けれども、それ自体に私も異論を唱える

ものでないんですけれども、やはり総務

部長もおっしゃっておられましたけども、

基金というのは目的がしっかりとあるん

だよという観点から、これは最終どのよ

うな検証をされているのかということを

まずは助役からお聞かせをいただきたい

というように思います。

　それと､議案第１号、一般会計の予算

の方に行きますと、まず１１ページの継

続費の部分でございますが、今回、この

継続費の内訳と申しますか、年度ごとの

内訳が明らかになってまいりまして、と

りわけ平成２１年度なんですけれども、

まちづくり事業、それに土地区画整理事

業、ともに非常に大きな財政負担が強い

られるということで、当然財政課におか

れましては全体的な財政運営の中で、こ

れでもいけるんだというような判断をさ

れているんだろうと思うんですけれども、

とりわけ２１年度について、どのような

財政状況の中でそういう判断をされたの

かということについても一定、この際に

お聞かせをいただきたいというように思

います。

　それと、同じく一般会計当初予算の４

４ページでございます。まちづくり交付

金で、先ほどご説明がございまして、交

付対象事業の５分の２の補助が今回出る

んだというお話でございましたけれども、

具体的にその事業の中身についてお聞か

せをいただきたいと思います。

　それと、８９ページのコミュニティプ

ラザの件なんですけれども、この中で今

回、設計委託というのが出てまいりまし

て、全く委員会は違うんですけれども、

私が委員長を務めております文教常任委

員会の中でも設計委託の話が川口副委員

長と石橋委員の方から出されまして、教

育委員会でありましたけれども、設計委

託の出し方というものが果たして適正な

のかというような意見が出されたわけで

ございまして、今回、設計委託を出され

るに当たりまして、どのような工夫がさ

れたのか。どのような中身になっている

のかということについて、また流れにつ

いてもこの際にお聞かせいただきたいと。

　吉田参事から説明がございましたけれ

ども、もう一度、確認の意味も含めまし

てお聞かせをいただきたいと思います。

　それと、法律アドバイザーの委託料が

計上されておられまして、これについて

も中身をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それと、続いて１７１ページに移りま

す。

　街路事業費でございますけども、予算

概要で申し上げますと９３ページになろ

うかと思うんですが、その中で数点、お

聞かせをいただきたいと思います。

　まず、阪急京都線の連続立体交差事業

ということで、額としては少ないんです

けれども、今回は資料作成ほかを行うと

いうことなんですけれども、１９年度の

中で連立について、どのような働きかけ

をしていくのかということについてもお

聞かせをいただきたい。

　先ほど、野口委員から南千里丘のまち

づくりが安威川以南の住民からして、す

べてが肯定的にとらえられているもんじゃ
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ないんだというようなお話がございまし

て、私も安威川以南の住民でございます

ので、その中でも連続立体交差事業とい

うのは、とりわけ安威川以南の住民にとっ

ても非常に大きな待望の事業であろうか

と思いますので、この点についてもお聞

かせをいただきたいと思います。

　それと、正雀駅前地区の整備支援事業

でございますけれども、今回、３３万１，

０００円の予算が計上されているわけな

んですけれども、果たして今までの正雀、

この当該事業、これはどのような形になっ

てきたのか。当該年度の中でも３３万１，

０００円という、そう大きな額ではない

んですけれども、やはり市民の方が払わ

れた税金を使っていくという中で、やは

り私は形に何かしていかなあかんと思う

んですけれども、その点につきましても

お聞かせをいただきたいというように思

います。

　それと、吹田操車場跡地の活用につい

てでございます。鬼追参事から野口委員

の質問に対しましてご答弁をいただきま

して、その中で若干、お聞きをしたいこ

とがあるんですけれども、まずは吹田操

車場跡地利用検討業務委託料ということ

で、先ほどこれにつきましてはご説明を

いただきましたけれども、もう少しわか

りやすくご説明をいただけないかなと思

います。

　それと、まちづくり計画委員会負担金

も計上されておりまして、これも参事か

らの説明の中で、なかなかいろんな方向

にいろんな意見が飛んでいくんだよとい

うような答弁があったというように認識

してるんですけれども、やはりそれは私、

当然の話でありまして、ほんとに専門的

な知識を持っておられる方が思いを持っ

て来られて会議に参加されるということ

になってくると、やはり自分の意見とい

うものをやはり表明しながらということ

になってくると思うんですよね。

　その中で事務局として、どうするべき

なのかということを考えると、いわゆる

その会議体の位置づけというものをしっ

かりと明確にした上でお伝えしていくと

いうことが大事だろうなと。

　あわせて、何を目的にしているのかと

いうことをしっかりと明示した上でやっ

ていくということになれば、そういった

ことも一定、整理できていくのかなと思

うんですけれども、これから事務局とし

ての姿勢ということにつきましてもお聞

かせをいただきたいと思います。

　続きまして、１７４ページの南千里丘

のところなんですけれども、これは代表

質問の中でもそれぞれの６会派から質問

がなされまして、我が会派としても質問

をさせていただきました。

　その中で公室長から、体制を強化して

いきながら取り組んでいくという答弁を

いただいたと記憶してるんですけれども、

１９年度の体制については、どうなって

いくのかということについてもお聞かせ

をいただきたいというように思います。

○木村委員長　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、基金の廃止

の分で私の方からご答弁申し上げたいと

思います。

　総合福祉会館再整備基金のように具体

に名前のついている基金、この分につい

ての設置については、大きく二つ意味が

あるというように思っております。

　まず一つは、老朽化が顕著になった、

また耐震性に不安のありました総合福祉

会館について再整備をするという方向づ

けを内外ともに明確にする、これが一つ

あると思います。

　それから、その実効性を担保するため

に基金に積み立てを行う。財源的裏づけ
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を確保する、こういう二つの意味が基金

設置にはあろうかというふうに思ってお

ります。

　このようなことから、当初、基金を成

立したときには、総合福祉会館再整備と

いう名称を使っておりましたけれども、

先ほど来、説明させていただいてますよ

うに、南千里丘まちづくり構想が浮上し

てまいりました。

　まちづくり、あるいは土地区画整理事

業、それからコミュニティプラザ事業と

いうことで３つの事業が展開されること

になりました。

　福祉会館再整備という初期の目的とい

うのは、これで達成したのかなというふ

うに我々は思っておりまして、いずれに

いたしましても当初予算に計上、予算化

して、その実現に向けて動き出しており

ます。

　そういう意味からも今後、その事業の

みならず、広く公共施設整備事業に対す

る財源的な裏づけも当然必要になってき

ますので、それらを包含して一元化をさ

せていただいたところでございます。

　それから、南千里丘まちづくり事業の

事業実施についての財政判断ということ

があったと思います。これも先ほど言い

ましたように、昨年９月にお示ししまし

た中期財政見通し、これは平成２４年度

まで一応出させていただいております。

この中には、今まで言ってましたように

財政支出の大きな波がございました。

　平成１７年度までのいわゆる公債費償

還の大きな波、それから２００７年問題

に象徴されますように、団塊世代の退職

金の問題等々がございます。それらを一

応、歳入歳出それぞれ見込みまして計上

しております。

　先ほども言いましたように、南千里丘

のいわゆる駅舎の負担金も当然見ており

まして、それを見込んだ結果、平成２４

年度までは今の状態で基金の温存を図り

ながら事業実施ができるのではないかと

いうふうに思っております。

　ただし、これは条件がございまして、

たばこ税は５年間の収入を見込んでおり

ます。

　それから、代表質問にも答弁させてい

ただいたように、２１年度まで資本費平

準化債の発行もこれを見込んでおります。

　ただし、資本費平準化債の発行は、下

水道料金の改定ということが条件になっ

ておりますので、先ほど野口委員の方か

らもご発言がありましたように、６月に

改定に向けまして、ぜひとも資本費平準

化債の発行ができますように、我々は願っ

ております。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　それでは、南千里

丘まちづくりにかかわります継続費につ

いてのご答弁を申し上げます。

　継続費の中で２１年度が非常に事業費

が大きいというご質問でございます。確

かに平成２１年度は継続費で南千里丘ま

ちづくり事業と区画整理事業を合わせま

すと約７億１，０００万円程度になりま

す。

　支出につきましては、事業費につきま

しては、これだけを見込んでおりますが、

保留地処分金、あるいはまちづくり交付

金等を歳入を当て込んでおりまして、市

の支出としましては約３億２，０００万

円程度の事業費におさまるものと今の段

階では考えております。

　そして、２番目の質問のまちづくり交

付金の５分の２の２，０８０万円に対す

る１９年度の事業の内容でありますが、

来年度は区画整理事業の道路の詳細設計

を実施してまいろうと思っております。

その道路の詳細設計の予定金額に対する
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５分の２ということで、２，０８０万円

の交付金をいただいていこうという予定

であります。

　そして、まちづくり交付金につきまし

ては、全体事業費の中で５分の２という

ことになっておりまして、まちづくり交

付金は、どの時点で交付金をいただくか

というのは、市町村の判断に任されてお

ります。

　例えば、１９年度ゼロであれば、その

次の年にその分をいただくということも

可能になっておりますので、全体事業費

の５分の２、ただし保留地処分金とか、

あるいは補助対象にならない部分を除い

て事業費の５分の２ということで、総枠

で認められるものであります。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　それでは、私の方

から２点、ご答弁をさせていただきたい

と思います。

　まず、コミュニティプラザの設計委託

につきましてでございますけれども、今

現在、先ほど申しましたように施設の絞

り込み、ボリュームの部分の内容を絞り

込んでおります。

　その内容をもとに施設をどのように配

置をすればいいのか。図面上、概要でご

ざいますけども、配置して、そして例え

ば配置の中で３階がいいのか、４階がい

いのか、いろんなことを今度、専門家の

意見を聞きながら配置をしたいというこ

とと。

　もう１点は、やはりまちづくり懇談会

からは駅前広場を広くあけてほしい。そ

して、広くやる駅前広場と、今度、多目

的な広場を一体的に使えるようなという

ご意見もいただいております。そういう

ような形でまちづくり懇談会の意見も、

また反映しながら専門家のノウハウで設

計をお願いしたいなと。それは、詳細じゃ

なしに基本的な設計でございます。

　もう１点、大事なのが、今度求められ

る施設の設備的な問題、能力、機能です

ね。その部分も施設配置の中で意見をい

ただきたい。そして、それを設計の中に

反映して、それに必要な設備、備品等も

要求水準書としてまとめていきたい。

　例えば、ＰＦＩでも建物は民間でやっ

てもらいますが、そのための条件を行政

側はまとめます。それが施設要求水準書

として設備関係、管理関係、いろんな運

営も含めましてまとめていくということ

で、やはりハードをつくるという目的じゃ

なしに、将来的にその建物がこれだけの

ボリュームで、こういうような運営もで

きるようなことをできるだけまとめてい

きたいなというふうに。

　そして、基本的にはそのためには、ど

れだけの費用が従前どおりいけば、市で

直営で建てれば、どれだけそうしたらか

かるのだということも踏まえて全体的な

スキームを組み立てていきたいと、計画

的に組み立てていきたいというふうに考

えてます。

　ただし、今度はそれをもとに、そうし

たら、これだけのコストがかかり、全体

の建設費もこれぐらいかかると。一般的

に摂津市の評価で、鑑定の中でリース料

は一体何ぼが標準なんだということと市

場の価格ですね。それも専門家の鑑定士

にお願いをして評価を出していただいて、

摂津として例えばリース料を出していく

と。それが例えば民間とやる場合の交渉

の条件として、それより低くやっていく

ということが一つ。

　もう１点は、建設基本設計をやります

ことによって、バリュー・フォー・マネー、

つまり従前とリースとリースバック、そ

して２０年間のその期間の中で総コスト

を抽出します。これも専門家に協力いた
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だきますけれども、その中で一番将来的

にコストが安くて、そして建物のハード

もソフトも含めて質を保持できるのは、

どういうことなんだと。

　高くてもいいものなのか、安くて悪い

ものということにならないように十分検

証していきたいというふうに考えており

ます。

　特に、今度、民間側と協議していく、

また契約できちんと巻くと。リスク分担

表も含めまして、きちんと契約の中に巻

いてまいりますので、やはり我々は民間

とこういうような形でやっていくのはな

れておりません。そういうことで先ほど

２点目の法律アドバイザーをお願いをし

て、そして定期借地なり、そして建物の

借家契約なり、そしてリスクの配分が正

しいのかどうかという法的な見地でご指

導なり、そうしたら例えば具体的な判例

を含めながら判断ができるんじゃないか

というふうに考えておりまして、そうい

うようなご支援をアドバイザーとしてい

ただきたいというように考えております。

○木村委員長　粟屋都市整備部次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、ご質

問の予算書１７１ページ、また概要で言

いますと９３ページの印刷製本費でござ

いますけども、これはご指摘のように阪

急京都線の連続立体交差事業に伴います

印刷製本費でございます。これにつきま

しては、今、具体的な動きは現在ござい

ませんけども、やはり大阪府とその他関

係機関との協議用の資料作成のための印

刷費として計上させていただいておりま

す。

　また、阪急京都線の連立化につきまし

ては、過日の代表質問で市長の方もご答

弁されておりますけども、これは本市の

まちづくりにとりましては、やっぱり重

要な事業であるということは市長も認識

してるということをおっしゃっておられ

ます。

　ただ、本市の財政負担、これも非常に

大きいものになってまいりますので、今

の段階での連立の早期の採択、事業採択

を望むことは、ちょっと困難であるとい

うことで、今後の財政状況を見守りなが

ら大阪府や阪急電鉄、またその他関係機

関と十分調整を図りながら着手時期の検

討をしてまいりたいと、このように考え

ておるところでございます。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　正雀駅前地

区につきましては、平成４年にまちづく

り懇談会の方から快適・繁栄・便利を基

本とした提言書をいただき、この内容に

つきましては正雀地域の再開発事業を目

的とした提言でございまして、それを実

現するために平成１０年にまちづくりを

担っていくであろう正雀の商業者の若手

を中心とします正雀地域若手商人会とい

うのを発足しまして、この中でいろいろ

再開発について、まちづくりについての

勉強会等を行ってきました。

　主としましては、勉強会に対する支援

を行ってきたところでございます。ただ、

その後、バブルの崩壊とか、なかなか商

業がうまくいかないというような状況が

ありまして、この商人会が正雀地域のま

ちづくり全体、また再開発事業を担って

いくというのは非常に重荷になってきた

というような状況がございまして、この

１８年からそれとは別に再開発というよ

うな大きなまちづくりじゃなくて、今の

正雀地域に一体何が必要なのか、何がで

きるのかという、市民意見を聞こうとい

う場としまして、正雀駅前地区まちづく

りワークショップというのも開催させて

いただいております。

　この中でいろんな人に集まっていただ
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いて、正雀地域がどうあるべきかとか、

何が必要、課題等の整理をしまして、今

やっと正雀地域のまちづくりの方向性と

かを１８年度の一つのまとめとしてまと

めていこうかなというところに来ており

ます。

　１９年度につきましては、これらを受

けまして、実際市の財政の厳しい状況の

中で正雀地域で一体何が必要なのか、何

ができるのか。それは、また行政がする

のか、市民が住民活動という中でまちづ

くりをしていくのか。その辺の話し合い

を今後、１９年度で進めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　南千里丘まちづくり

の１９年度の体制強化のご質問でござい

ますけれども、現在、南千里丘まちづく

りについては、検証チームということで

政策推進課の方で属しておりまして、正

職５名、臨職１名の体制で行っておるわ

けですが、１９年度からはいよいよ本格

的に事業を具体的に行ってまいりますの

で、この南千里丘まちづくりを政策推進

課でじゃなしに、ハード面、区画整理と

か、あるいは新駅の設置等に関すること

につきましては、都市計画課の方に所属

をするようになります。

　この都市計画課においては、都市計画

の用途変更とか、あるいは地区計画等の

担当課でもございますから、南千里丘ま

ちづくりと合体させるのが一番効率的で

はないかというふうに考えております。

　ただ、一方、コミュニティプラザとか、

あるいは民間の連携とか、あるいは安威

川以南のコミュニティ施設の検討会等も

ございますので、そういうことに関しま

しては、今までどおり政策推進課に残っ

ていただくということで、人員配分につ

いては、まだ具体的に決まってはおりま

せん。

○木村委員長　鬼追まちづくり支援課参

事。

○鬼追まちづくり支援課参事　吹操に関

しまして、まず平成１９年度委託の詳細

の説明ということでご説明いたします。

　先ほども述べましたように、都市計画

決定に向けての作業ということで、道路

の検討調査としての測量と設計と申し上

げましたが、もう少し掘り下げますと、

まず測量ということで道路の絵をかくに

当たりまして、そのベースとなる地形図、

現況図というものを測量しなければなり

ません。

　なおかつ、今、世界測地系と申しまし

て、これまで個別に任意の基準点という

ものを自分らで設置しまして、その基準

点をもとに座標を設定しまして測量等を

行っておりましたけれども、これからは

人工衛星等もございますので、日本中、

世界中、どこに行っても同じレベルのデー

タベースを管理しようという、国等の方

針もございますので、そういったものを

使っていかなければならないというよう

な事態にもなっております。

　今言いました基準点、そしてその地形

の高さを調べます水準点だとか、あと近

隣の住宅だとか、そのほかの施設などを

再編いたします平板測量といったもの、

こういったものが中心になる測量かなと

考えております。

　あと、設計業務につきましては、道路

の予備設計といいまして、少し荒目の大

枠を意識したような道路の設計というも

のを考えております。

　あと、道路がございますと、必ず交差

点というものが出てくるかと思いますの

で、本市におきましては千里丘三島線付

近の交差もございますし、その他生活道

路としての小さな交差点等も発生してく
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るかと思いますので、そういった交差点

に対しての個別の設計というものが生じ

てまいります。

　道路がございますと、今度は必ず交通

を管理する側としての警察の意見という

ものも重要になってございますので、そ

の警察との協議、俗に言う設計協議とい

うような形で表現するんですけども、そ

ういった所轄、府警本部を含めたそうい

う設計協議というものが、この中でかな

り再三再四やりとりが出てくるかなと。

それに応じて修正だとか資料作成等が発

生してくるかと、こういったものが設計

業務の主な内容となってきてございます。

　区画整理の事業調査につきましては、

先ほども言いました区画整理をするに当

たって、その中身を詳しく設計する。一

番大きなものは、区画整理の中の道路、

いわゆる区画道路、区割り道路というよ

うな言い方をするんですけれども、そう

いう道路の設計だとか、そこに電線類を

地中化する計画等もございますので、実

際それがどのように入るのか、もしくは

入らないのか。入らなかった場合、どう

するのか、こういったような設計の方法

も区画整理の調査の中でやっていきたい

と思っております。

　あと、事業化推進調査という形で概略

でございますが、上物の建てる際の条件

の抽出だとか整理だとか、あと導入施設

のメニューだとか、そういったものも整

理する必要があるというような形での事

業化推進調査というような形で考えてご

ざいます。

　それともう一つ、有識者会議における

事務局の姿勢といいますか、目的といい

ますか、そのことについてなんですけど

も、この有識者会議の目的というのは、

絵にかいたもちで終わらないように実現

性のある計画を立てるということを目的

として、あと見てる方向が間違ってない

んかどうかということを検証していただ

いてお墨つきをもらうという目的なのか

なと。

　事務局といたしましても、その実現が

なせるような姿勢というものを見たいと

いうのが建前的なというとおかしいんで

すけども、姿勢かなと。

　ただ、各議員皆さま思っていらっしゃ

るように、この有識者会議が吹田市によ

る吹田市のための会議じゃないのかとい

うふうな気持ちを持っていらっしゃるか

と、我々としてもそのような気持ちを持っ

ておりますので、摂津市職員としての事

務局の取り組み方といいますのは市長の

代表質問での答弁でもございましたよう

に、正雀処理場という、非常にまちづく

りには大きな影響を与える施設がござい

ます。

　この取り扱いについて、どうしていっ

たらいいのか。送りバントをすることな

く、もう、この段階ではっきりしたとこ

ろまで決めちゃいましょうよというよう

な気持ちで取り組んでいきたい、いかな

ければならないのかなというような気持

ちで事務局として臨んでおるということ

でございますので、今後とも協力の方、

お願いすることもあるかと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○木村委員長　暫時休憩します。

（午後１２時２分　休憩）

（午後　１時　　　再開）

○木村委員長　休憩前に引き続いて再開

いたします。

　嶋野委員。

○嶋野委員　それでは、２回目の質問を

させていただきます。

　まず、議案第３２号の総合福祉会館の

再整備基金のことについてでございます

けれども、総務部長から答弁をいただき
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まして、基金をつくるということは２つ

の目的があるんだと。内外ともに姿勢を

示すというのが一つの意味合いであって、

もう一つが財源を確保していくんだとい

う２つの意味合いがあるというように答

弁いただきまして、そういう点で考えて

いきますと、福祉会館を整備するという

メッセージがやはり、特に庁内的にも非

常に認識されたんじゃないかなというふ

うに私も感じておりまして、当初からこ

れが公共施設の整備基金という名称であっ

たならば、その使途は広がっていったか

も知れませんけれども。

　しかしそこで福祉会館の老朽化という

ことに対する認識でありますとか、そう

いったことがどこまで広がったのかなと

考えると、私は一定の効果があったなと

いうふうに考えておりますし、結果とし

て財源の確保ということにもつながった

んじゃないかなという気がしますし、そ

ういう意味で言うと私はこれを閉鎖する

に当たりましての検証という意味合いで

言うならば、一定の効果があったなとい

うふうに感じております。

　今回、公共施設の整備基金として、ま

た使途が広がるということにつきまして

も、また異論を唱えるものではないんで

すけれども、ただそれに際しては福祉会

館の建てかえということは非常に大きな

目的であったんだということは、やはり

行政の中でも忘れることなく持つべきで

ないのかなということを意見として申し

上げさせていただきます。

　それと、一般会計の当初予算なんです

けれども、まず継続費の件ですけれども、

２１年度が７億１，０００万円の確かに

支出になるけれども、例えば保留地の処

分等々を勘案すると３億２，０００万円

程度でおさまるということで理解をいた

しました。

　ただし、代表質問の中でもこれは質疑

を繰り返したんですけれども、確かに公

債費の償還もピークを過ぎたということ

もありますし、一定の財政の厳しさのピー

クは過ぎたのかもしれませんけれども、

特に歳入に関しましては、どういう流れ

になるのかという、まだ不安定な要素が

あるということもありましたので、しっ

かりと財政の点におかれましても慎重な

運用ということをお願いをしておきたい

というように思います。

　それと、まちづくり交付金のことにつ

きまして、これは全体事業の５分の２が

補助をされるということで、しかもそれ

をいつ申請するかは自由なんだというこ

とで理解をいたしました。ありがとうご

ざいます。

　それと、コミュニティプラザの件です

けれども、今のところはまだ施設の絞り

込みをかけていくということで、まだこ

れからなのかなという印象を受けたわけ

なんですけれども、その中でこの設計委

託ということで、この金額が上がってき

ているということなんですけれども、こ

れはどうなんでしょう。これから流動的

に、まだなる要素があるのかということ

をちょっとわからないところがあります

のでお聞かせをいただきたいなというよ

うに思います。

　それと、街路事業費で阪急京都線の連

続立体交差の件ですけれども、今のとこ

ろ動きがないんだ。ただ、大阪府等に協

議をしていく際の資料をつくっていかな

あかんということで、この内容について

は理解したんですけれども、これは１回

目に聞いておくべきだったのかなと思う

んですけれども、当該箇所が大阪府下の

採択順位ということで大体どれくらいな

のか、その点についても動きがないのか

ということについてお聞かせをいただき
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たいというように思います。

　それと、正雀の駅前の整備のことなん

ですけれども、平成４年にまちづくり懇

談会から提言書が出されて、平成１０年

から若手の商業者の方々が勉強会をされ

てきたと、そういうことがあったんです

けれども、バブルの崩壊を受けて１８年

度においては、今の正雀に何が必要なの

かという意見を聞くような場なんだよと

いうように認識をいたしました。

　引き続き、来年度、平成１９年度につ

きましても、その中で一体何ができるの

か、あるいは何が必要なのかということ

を意見として聞いていくという、その観

点はよく理解したんですけれども、しか

しそれをするとして、やはり行政として、

今、正雀に何を一番先にせないかんのか

と。喫緊の課題というのは何なんだとい

うことは、まず持っとかないかんという

気がいたします。

　私もよく、正雀の駅前に通勤時に行く

ことがあるんですけれども、見ておりま

すと、やはり交通安全の確保というのが

非常に大きな問題になるんだろうなとい

う気がいたしておりまして、そこら辺で

もう一度、交通規制ということも含めて、

そこら辺のことが考えられないのかなと。

だから、そういう思いを私は行政として

持っておいていただきたいなというよう

に思うんですけれども、関連質問になっ

てしまいますけれども、行政として正雀

の駅前ということを考えて、何をまず優

先的にしていくべきなのかということに

ついて、お考えをお聞かせいただきたい

なというように思います。

　それと、吹田操車場跡地利用の問題で

ございますけれども、まず業務委託料に

つきましては、丁寧なご答弁をいただき

まして、ありがとうございました。よく

わかりました。

　それと、有識者会議のことにつきまし

て、例えば吹田市の吹田市による協議に

ならないように、しっかりと摂津市とし

ても臨んでいきたいんだという強い意気

込みをお聞きすることができまして、非

常に心強いんですけれども、その中で正

雀処理場の話が出てきましたけれども、

あわせてクリーンセンターの問題も本市

に残されているというように思いますし、

そこら辺のことも総合的にとらえながら、

いかに吹田市と交渉を進めながら、この

問題を総合的に解決していくのかという

ことが、これから極めて重要ではないの

かなという気がいたしますし、代表質問

の際でも木村委員長がおっしゃっておら

れましたけれども、いわゆるその施設を

例えば摂津市の中で移動するとなると、

なかなかその引き受け地もないだろうと

いうことでその上にスポーツ施設なんか

をつくるというのも一つの案として考え

られるんじゃないかというようなことを

おっしゃっておられましたけれども、そ

ういうことまで総合的に含んで、やはり

摂津市として、このまちづくりと一体と

なってクリーンセンターの話も解決でき

るような点で臨んでいただきたいという

ことを、これは要望として申し上げてお

きたいと思います。

　それと、南千里丘の、特に体制のこと

について、これは質問というか、要望さ

せていただきたいと思うんですけれども、

先ほどの基金の話ではないんですけれど

も、やはり摂津市の中で南千里丘の特別

支援をする室なり、チームがあるという

ことが非常に私は重要ではないのかなと

いう気がいたしておりまして、そのこと

によって内外に対して、ああ、この南千

里丘の開発といったものに摂津市は相当

重きを置いてやってるんだなというメッ

セージが伝わるんじゃないかなという気
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がしております。

　体制としては、次年度移行、また強化

をされて、しかしながらその室はなくなっ

てしまうと。いわゆるハード面と申しま

すと都市計画に移っていって、コミュニ

ティプラザ等は政策推進の中にまだまだ

位置づけられるということなんですけれ

ども、ただやはりそういったメッセージ

を出すという意味においても、あるいは

私は持っておくということが必要ではな

いのかなという気がしておりまして、こ

の点はぜひもう一度お考えいただきたい

なということを要望として申し上げてお

きます。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　それでは、コミュ

ニティプラザの設計費用ということで、

来年度でございますけれども１９年度に

つきまして流動的な面はないのかという

ご質問だったと思いますけれども、実は

ことしの３月１３日、ジェイ・エス・ビー

と基本構想に関しての覚書を締結いたし

ております。過日、ご報告申し上げたと

おりでございますけども、実はその中で

公共施設に関し、つまりコミュニティプ

ラザに関しましては先ほども申しました

ように、大学のサテライトキャンパスと

一体的に整備しませんかという呼びかけ

をいただいておりまして、その場合、や

はり市として一体的に整備するならば、

例えば民間活力を導入してご協力をいた

だく面として設計を一体的にやっていた

だくという部分もなきにしもあらずかな

というふうには考えてます。

　ただ、大事なのは、我々がコミュニティ

プラザそのもののソフトを受け入れるハー

ドを、施設そのものをやっぱりこうある

べきで、こういうふうな配置も考えてい

きたい。そして、こういうような設備も

投下したいということは、やっぱりこれ

は市の主体性として当然考えるべきであっ

て、その部分について細かく委託をかけ

て施設配置、施設については設備的なも

のも含めまして、そういう要求水準書は

つくっていかざるを得ないのかなと。

　ただ、全体の基本設計的なもの、概要

の部分につきましては今後、民間等の呼

びかけ、さっきのジェイ・エス・ビーと

の話し合いの中で流動的な部分はあるの

かなというふうには考えてますし、もう

１点、やはり一体的に整備する選択をし

ましても、やはり公平・透明を堅持して

いただくという面で総合評価、一般競争

入札なり、公募型のプロポーザル方式な

り、いろんな方法はございますので、そ

のあたりもやはりあわせて協議をさせて

いただきたいというふうに考えてます。

　流動性につきましては、検討の余地は

十分あるのかなというふうには考えてお

りますけれども、基本的には市の主体性

は必要であるということは堅持したいと

いうふうに考えております。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀についてお答えさせていただきます。

　正雀につきましては、先ほどもお話さ

せていただきましたように、まちづくり

ワークショップという形の中で正雀につ

いて話し合いを進めている中ですけども、

先ほどありました交通安全につきまして

は、直接、私ところの所管ではございま

せんけれども、ワークショップの中でも

非常に危険であるというのは、よく聞い

ておる課題の一つでございます。

　その中で道路課とか交通対策課の方で

信号を設置されるとか、歩道の確保をさ

れるとかいう形の中で一部、いろいろな

対策もされているところでございますけ

れども、本年度の市政方針にもあります

ように、十三高槻線の延伸も見据えた上
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で駅前周辺での動線の確保を検討したい

というふうな形で書かせていただいてい

るところもあります。

　我々も、やはり正雀での安全に歩ける

道というのは、非常に重要なことやとい

うふうに思っておりますんで、動線の確

保という形で十三高槻線の進捗状況、ま

たまちづくりワークショップでの進捗状

況も踏まえて、今後、検討してまいりた

いというふうに考えております。

○木村委員長　粟屋都市整備部次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、連立

の事業採択の件でございますけども、私

どもで実施しております平成１５年度シ

ビックゾーン周辺等まちづくり構想調査

というのを行っております。

　その中の最終ステージということで、

連立が位置づけされております。最終ス

テージということは、平面での新駅開業

以降に準備採択を受けるというものでご

ざいます。

　今回でございましたら、南千里丘のま

ちづくりの関係で新駅は平成２２年春に

開業ということを言われておりますので、

それ以降ではございますけども、先ほど

も申し上げましたように、本市の財政状

況を今、見る限り、即すぐに採択を受け

る状況にはないと思っております。

　一方、ご質問の大阪府の考え方でござ

いますけども、今、府下では５路線、大

阪府が事業主体となって、されておられ

ます。その中でも、これは事業認可だけ

でございますので、進捗状況等では、ま

た延伸もされる場合がございますけども、

１９年度で事業が終わるやつが１件、ま

た２０年度も１件、２２年度が２件、２

４年度が１件の事業完了見込みでござい

ます。

　そうした中での採択の話でございます

けども、連立の採択はまず一つは、交差

する道路の踏切の数とか、そういう交通

問題の関係でございます。

　それともう一つは、今回、南千里丘で

行いますまちづくり。そういうまちづく

りが大変大きなウエイトを占めるという

ことは、府からも伺っております。そう

いうことで、今回、新駅が事業化された

ことは当然、優先順位は必然的には高く

なるというに私どもも思っておりますけ

ども、先ほどから申し上げております、

あとは本市の財政状況を見きわめながら

検討してまいりたいと、このように考え

ております。

○木村委員長　粟屋次長、以前には順位

はトップクラスやという報告を受けてお

いて、今現在の順位として、いかがなも

のかということ。粟屋都市整備部次長。

○粟屋都市整備部次長　今、私は大阪府

の実施状況を申し上げました。そうした

中で１９年度から遅いところでも２４年

度という内容で、一応予定でございます

けども事業完了の予定でございます。

　先ほど申し上げておりますシビックゾー

ンの調査資料は大阪府へはお渡ししてま

す。そういうことで、今回、２２年度以

降であれば、市が財政的にいけるのであ

れば大阪府としては考えますよという返

事はいただいておるという状況でござい

ます。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　それでは、コミュニティプ

ラザの件から答弁をいただきまして、そ

の中で参事から、その主体性はしっかり

と持って臨んでいくという力強い答弁を

いただきまして、代表質問の際にも申し

上げましたけれども私はこのまちづくり

を通して市域全体に波及効果が及ぶよう

なものとして、やはり位置づけていかな

あかんというふうに思っておりますし、

またそれに関しては十分な答弁を代表質
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問の中でもいただいておると認識してお

りますので、やはりそういう市の主体性

を持っていくということをこのまちづく

り全体に関して持っていただいて、ぜひ

進めていただきたいなというように考え

ております。

　それと、正雀のワークショップのこと

につきましてもご答弁いただきまして、

確かに市民の方からいろんなご意見をい

ただくというのは、これは非常に重要な

ことであろうと、私もよく認識しており

ます。

　ただ、しかしあわせて大事なことは、

行政としての基本的な方向を持っていく

と。しかしながら、行政の発想では、な

かなか気づかないところをそのワークショッ

プなりに、補完的に補っていただくとい

う姿勢が私は大事だろうなというように

感じておりますので、ぜひ今後もそういっ

た市の思いを持ちながら、そしてまたい

ろんな方々のご意見を聞くという柔軟な

姿勢でこの事業につきましても臨んでい

ただきたいなというように考えておりま

す。これも要望でお願いをいたします。

　それと、阪急京都線の連立の問題なん

ですけれども、非常に本市の財政問題が

絡んでくるんだということで理解をする

わけなんですけれども、この特別委員会

の中でも以前から再三再四指摘されてい

たと思うんですけれども、果たして阪急

の新駅が必要なのかというような話は、

やっぱりあったろうと思うんですよね。

　そのときに繰り返しおっしゃっておら

れれたのは、あの踏切問題を解決するし

かないんですよと、今しかないんですと。

よく、市長が「しゅん」とおっしゃいま

すけれども、それが、今がしゅんなんだ

よということを行政当局として考えてお

られたと。それを実現するには、インパ

クトがなかったらいかんと、そういうこ

ともあって新駅があり、当然出てきたと

思うんですよね。

　その中から、やはり新駅をつくるんで

あれば、せっかくつくるんであれば、そ

の一帯からその周辺も整備していこうと

いうことになってきたというのが、私は

偽らざる方向性ではないのかなという気

がしておりますので、言われる京都線の

踏切問題の解消というのは、野口委員が

おっしゃっておられましたけれども、安

威川以南の方は、このまちづくりそのも

のに、そんなに肯定的にとらえている人

ばかりじゃないということもしっかりと

認識をしていただきまして、連立という

こともやはり市において波及効果を及ぼ

すものでありますので、これは大阪府等

に力強く引き続き申し入れをしていただ

きたいと、これも要望をさせていただき

まして質問を終わらせていただきます。

○木村委員長　ほかに、はい、藤浦委員。

○藤浦委員　代表質問でもいろいろ質問

をさせていただいておりますので、少し

細かくなる点もあろうかと思いますが、

あわせてお願いをいたします。

　まず、南千里丘の関連でございますけ

ども、土壌調査の関係でございます。一

部答弁がありまして、土壌調査について

は国基準では特に問題はないという答え

は以前にはいただいておりまして、大阪

府の条例に基づく土壌調査によって、一

部そういう改善の地域が出てきたという

ことでございます。これが、土地の所有

者がそれはする責任があるということで

ございますが、工期的に２２年区画整理

云々の中で、どのようにやっていくのか

工期の問題。処理される工期との間の関

係ですね。

　それから、一部そういうふうに報告を

受けておりますけども、全体的にはすべ

て、これで終わってしまったのか。もう、
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出るあれがないのか、ちょっとあわせて

それを先にお問いいたします。

　それから、その次に代表質問でも行い

ました。ちょうど境川の横に沿って、第

三中学校の通学路になっております通路

があります。これは、工事中には一時的

に封鎖をしなければならないと。それか

ら、その丑川水路を拡張しますので、そ

の間も封鎖をいたしますというふうなこ

とでございました。

　今、それについては、いろいろ検討し

ますということでございまして、一つの

提案として、ちょうど産業踏切の京都側

になります小坪井避溢橋という、ここの

ところを利用して通路を通学路に充てる

ということでいけば、かなり安全性も確

保できるのではないかということで提案

をさせていただいたわけですが、それで

以前に実は山本善信委員の方から一般質

問でもされておりましたけれども、それ

について阪急側にいろいろ交渉をされた

ようには、ちょっとお聞きをしておりま

す。

　それについて、阪急側からこういうふ

うな条件でというようなことも、ちょっ

とニュアンスというんですか、そういう

ふうなのもあるようですので、ちょっと

その辺の交渉のぐあいと今後、このこと

についてはどういう方向でまとめていく

ことになるのか、最初にお願いしたいと

思います。

　それから、関連をしてコミュニティプ

ラザのことでございますが、これは以前

のシビックゾーン周辺等まちづくり調査

の中で、まず第１回目の調査結果がずっ

と出ておりますけども、当初は総合福祉

会館とそれから市民体育館のホール部分、

ホール機能がコミュニティプラザに行く

と。

　それから、女性センターとシルバー人

材センターと、これだけが一応、コミュ

ニティプラザとして複合されると。保健

センターと休日診療所は当初入っていな

かった。

　庁内検討の結果、この間の代表質問で

もおっしゃっていましたが、それがどう

も入ってくると。プラス、キッズプラザ

という新しい機能も入ってくるというよ

うなことで、財政的な面でも非常に気に

はなります、はっきり言って。でも、そ

れはいろいろ方針がいろいろ、まだ決まっ

てないし、いろいろ例えばジェイ・エス・

ビーからも幾らかの提供があるかもわか

らないというようなこともありますので、

これはちょっと、もうちょっと先に置い

といて、その建物本体、どれくらいの規

模になっていくのかというのが、まずちょっ

と気になってるんです。

　当初、第１回目、ＰＦＩで提案された

ことがあったと思いますが、あのときやっ

たら大体二千数百平方メートルというこ

とだったと思います。

　それは、何かキッズホール等を含んで

くると、かなり大きくなってきているの

ではないかと思うわけですけど、この辺

ちょっと今の庁内協議の中で、そんなに

詳しくなくていいんですけど、大体これ

ぐらいの目安にはなってくるだろうとい

うふうな、ある程度あれがあると思うん

ですけど、ちょっと先に聞かせておいて

いただきたいなと思います。

　それから、吹田操車場跡地の問題です

けれども、吹操跡地については、今まで

ずっと貨物ターミナルの関連から協議を

進めてこられまして、それでいよいよ先

だって起工式が行われまして、本格的に

本体工事に入られるということでござい

ます。

　今まで周辺関係の工事であったのが、

ほとんどトラックは少ないんですね。ちゃ
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んとガードマンもつけてもらってること

も確認してますし、安全対策をやっても

らっているのは確認をしてます。

　何度か工事の説明を地元で行われたと

きに、必ずこの工事車両を僕は振り分け

てくださいよと、これは岸部側からも半

分入れる、それからこちらの千里丘側か

らも半分入れるという約束ですよという

ことは必ず言ってるんですけども、以前

ちょっとしたときに岸部側の方の住民に

対しては承諾というのがおくれていると

いうようなことをちょっとお聞きしたこ

とがあります。

　その辺、いよいよ本体工事が始まって、

だんだんとトラック、車両の量がふえて

くるという段階の中で、この岸部側の住

民との話し合いなんかについては、完全

に合意をされたのかどうか、ちょっとそ

れを教えておいてください。

　それから、跡地の関連で先ほども質問

がいろいろ出ておりますけれども、今ま

でもこの委員会の中でもいろんな提案・

提言がなされました。

　例えば、正雀処理場に関連をして、そ

の周辺地域については防災も含めた広場

にして置いておくというようなこともあ

りますし、また、どうもそれに対して代

表質問のときにもありましたけども、市

民体育館の閉鎖に伴った代替措置の中で

は、総合市民体育館の話が構想としては

話し合われているようでございますが、

そのこともこの吹操跡地ではどうだとい

うふうなことも検討の一つに加えられて

いるようでございます。

　そういったこと、どういう検討経過が

あるのか、ちょっと教えておいていただ

きたいと思います。

　それから、周辺にこれは私、一度言い

ましたけども、官舎の跡地の一つ大きな

空き地が一つぽこんとあるんですね。山

田川公園の北側にありますけど、今は資

材置き場に使ってます。ちょうど、この

工事のための資材置き場に使っています

が、こういう同じ支援機構が持ってるこ

の空き地なんかを一緒にこの跡地利用と

して考えられないのかということを言い

ました。

　それは、前向きなお答えがあったと思

いますけども、そのことについてはどう

いうふうにとらえられているのかという

こと。

　それから、もう少し東側に行きますと、

郵政の寮の跡地、大きな空き地がありま

す。これは線路沿いに面してあるんです

けど、こういった空き地もこの跡地利用

と合わせて、これは一緒にとはならない

んでしょうけども、例えばちょっと連動

してやりましょうと、一体的な構想とし

ませんかみたいな働きかけがあってもい

いのではないかなと思うわけですけど、

そういったことについてはどうなのかと

いうこと。

　吹操跡地についてはそういうことで、

一度その考え方にご答弁をお願いしたい

と思います。

　それから、千里丘西口の再開発につい

てですが、先ほど一部ご答弁があって、

ほとんど前進がされてないということで

ございました。

　準備組合の内部の中でこれから進めて

いくと言われている中で、どういう方向

性でいくのかとか、そういう話し合いが

なされているのか。それとも、いたずら

に時間が過ぎているのか、もう少しその

辺のことをお聞きしたいと思うんですが、

これは助役も前にご答弁にも言われてま

したけど、２１年に千里丘ガードがあく

んですよね。そして、２２年からいよい

よ吹操跡地のまちづくりが始まると。道

路が千里丘から、ずっと吹田の方に向け
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て道路がつきますよと。こういうことは、

すごく西口の再開発については触発され

ることなんだと、そういう要因があると

いうことで、ちょっと期待をしておりま

したけど、あともう２年でその辺が現実

に、足かけ３年すればガードがあくとい

う段階になってきて、ほとんど動いてな

いということであれば、ちょっとじれっ

たさを感じるわけですけども、ちょっと

もう少し、その辺の中身を詳しくお願い

したいと思います。

　それから、最後に正雀地域の問題です

けど、先ほど嶋野委員に対してもご答弁

がありましたが、この市政方針の中でちょっ

とうたわれてますけど、阪急正雀駅前に

つきましては道が狭小であり、人と車の

流れがスムーズであるとは言えないため、

十三高槻線の延伸も見据えたうえで、駅

前周辺での動線確保の検討を行うととも

に、具体的な事業展開に向けて努力をい

たしますということでございます。

　これは、先ほどの答弁では所管が違う

ということなのかもわかりませんけども、

正雀の再開発という問題の中で、考え方

の中で、今までやっぱりいろんな意見が

この委員会の中でもあった中で、やっぱ

り十三高槻線がつくと。それに続いてバ

スの乗り入れなんかも入れたらどうなん

だというふうな意見提案があったりして

いる中での、やっぱりこういう考え方も

出てきているのかなと、私なりには思っ

てるわけですけど。

　やっぱり全体、正雀の再開発の全体の

考え方からして、こういう部分的に改修

をしていくということについては、やっ

ぱりそういう把握をしていって方向性を

やっぱり、ちゃんと見きわめていかない

といけないだろうなと思うわけです。

　それと、先ほどまちづくり懇談会、こ

れもやっぱりリンクをしていく、勝手に

やっていくというもんでもないようには

思うわけですけど、そういう担当課とし

て正雀のまちづくり、再開発に関して、

どのように考えておられるのか。

　やっぱり当面は難しいから、部分的に

もこういうふうに交通の面だけでも直し

ていくべきなんだという考え方になるの

か。それとも、その辺を１回、ちょっと

どういう考え方になるのか、担当課とし

ての考え方を聞かせてください。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　それでは、南千里

丘にかかわるご質問に対して答弁申し上

げます。

　南千里丘でダイヘン工場用地の土壌汚

染調査についてのことでありますが、こ

の用地につきましては、大阪府の生活環

境保全等に関する条例に基づいて３，０

００平方メートル以上の敷地であれば、

土地の形質の変更の場合、土地の利用履

歴調査が義務づけられております。

　そして、大阪府の指導に基づいて土地

所有者のジェイ・エス・ビーが土地利用

履歴調査をされております。その結果、

トリクロロエチレンという薬剤が使用さ

れたという経過がございまして、大阪府

の指導に基づいて土地所有者が土壌汚染

調査をされております。

　その結果を平成１９年３月６日に管理

区域に指定されております。その管理区

域の指定の位置につきましては、南千里

丘５３０番地の１の一部ということで１

００平米ということになっております。

　その位置につきましては、境川から約

１０メートル程度、工場用地に寄ったと

ころ、場所につきましては、ちょうど保

健センターの前あたりの位置だというこ

とをお聞きしております。

　深さにつきましては、１０メートル程

度の深さのところの汚染が認められると
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いうことであります。

　そして、工期に対する問題であります

が、土壌対策を講じられた後、水質汚染

でありますので、措置された後、２年間

のモニタリングが必要と聞いております。

　ですから、その２年間については、工

事に対しては規制がかかるということは

お聞きしております。

　そして、この南千里丘まちづくり全体

的な工事につきましては、公共施設、例

えば道路、公園、駅舎に関しましては、

その区域を施工しないもので、工期には

影響はないと。

　コミュニティプラザにつきましても、

その場所でありませんので建設は可能で

あります。

　ただ、民間の工事につきましては、そ

の部分を工事する場合は、できる工事と

できない工事があるということをお聞き

しております。それにつきましては、大

阪府と地主が協議しながら、どういう方

法で工事するかということを検討されて、

その上で工事をされるということをお聞

きしております。

　ですから、市の道路、駅、あるいはコ

ミュニティプラザにつきましては影響が

ないものと考えております。

　そして、工場全体的な敷地の土壌はど

うだったのかというご質問ですけども、

地主の方では全体的に土壌調査をされて

おります。その結果、大阪府の方でこの

位置１か所１００平米を指定されたもの

と聞いております。

　そして、工場周辺の工場区域外、周辺

には影響がないということで大阪府も判

断されております。

　次に、境川の工事、避溢橋の活用とい

うことで、阪急との交渉はどうなってい

るのかということでございますが、この

南千里丘まちづくりの事業につきまして

は、丑川水路の暗渠化、あるいは阪急新

駅から千里丘三島線までの歩行者動線を

確保するために歩道橋の工事をいたしま

す。

　その際には、やはり通行どめが必要だ

ろうと我々は検討しております。それに

つきましては、詳細設計でどの程度の期

間、どの時期にというのが大方見えてく

るかなとは思っておりますが、やはり通

行どめは生じるものと考えております。

　その点で現在、阪急電鉄に駅舎の設計

委託をしております。その中で現況を測

量していただいて、どういうふうに有効

活用ができるのか、構造的にもつのか、

どういうふうなものができるのかという

ことを検討していただきますが、我々の

見た段階ではバリアフリーの対応となる

と非常に工事費用がかかるものと考えま

す。

　そこで、市がそれだけの費用を対応で

きるのかというものも今後検討の中には

入ってくるのかなと思っております。

　そして、今後阪急電鉄としましても実

際に詳細設計を行われますけれども、そ

の暫定的な、工事期間中の暫定的な扱い

にしかできないというふうなこともお聞

きしております。

　ですから、その暫定的な期間にどれだ

けの工事費、事業費を投入できるのかと

いうのも今後の課題になってこようかと

は思います。ましてや、構造的にできる

のかできないのかが第一前提ですけれど

も、そういうことも含めて今後、阪急と

協議してまいりたいと思ってます。

○木村委員長　小山参事。藤浦委員はも

う土壌汚染は出ないのかということの質

問に対して、今、答弁は、土地所有者は

全体の調査をされましたという答弁です

けれども、今のある工場敷地、これを解

体した後に、その工場敷地内はもう出な
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いということなのか、その辺のことも踏

まえて、答弁をお願いします。小山市長

公室参事。

○小山市長公室参事　今現在、土地所有

者のジェイ・エス・ビーにおかれまして

は、建物が既存、建っておりますが、そ

の土間を割って調査をされているという

ことを聞いております。

　ですから、その建物撤去後も土壌調査

の汚染はないというふうに認識しており

ます。

　ただ、アスベストとか、そういうもの

については、また別の問題ですけれども。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　それでは、私の方

からコミュニティプラザの検討の状況に

ついてご説明を申し上げます。

　まず、コミュニティプラザはもともと

平成１４年度にＰＦＩで検討させていた

だきました。

　そのときには、市民プールの跡地を活

用して、あのときはやはり大きな課題と

して、福祉会館が耐震上の問題、あわせ

て施設の老朽化等々を踏まえまして建て

かえざるを得ないだろうということもあっ

て、何とか民間活力を使って、公共施設

の整備をしたいという検証をしてまいり

ました。

　そのときに、中に入れる施設の導入で

ございますけども、やはり福祉会館機能

を精査いたしました。最終的に残りまし

たのが、やはり市民が交流する空間が一

番必要であるということと、そこでいろ

んな事業を展開する中で複合化する方が、

やはり施設の効率化、やはり市の考え方

からいくと、非常に複合化が大事であろ

うという結果を得て、やはりコミュニティ

プラザ複合施設として、一定まとめてま

いりました。

　やはり、その時点では建物のそれ以外

の施設の老朽化等の問題点等々について

は、平成１４年度の時点では出ておりま

せん。

　ただ、平成１５年の報告書の中に、建

物の評価をされております。そのときに

は、総合福祉会館はもう検証済ですけど

も、例えば文化ホール、市民体育館、保

健センター、休日応急診療所等々、建物

を全部将来方針としてまとめておられま

す。その調査を今回、南千里丘の検討の

中にコミュニティプラザでございますけ

ども、含めて、今回検証を総合的に公共

施設の再配置という形をもって、コミュ

ニティプラザの検証を今現在やっている

という状況でございます。

　例えば、委員から今、お話のございま

した福祉会館とあのときは女性センター、

シルバー人材センターの施設を複合化し

ていけないかということもあって検証し

て、あのときは２，１００平米程度だと

思います。

　ただ、今回、平成１５年度の再配置の

建物の検証の段階におきましては、休日

応急診療所が非常に劣化が進んで、もう

レッドカードに近い状態であるというこ

とも検証の結果出ております。

　また、保健センターそのものは、今現

在、存地でいけるであろうという判断も

出ております。その中で保健センターの

今やっている機能、つまり事業でござい

ますけども、事業が休日応急診療を例え

ば撤去した場合、その事業ができるかと。

例えば、母子医療とか市民健診、さらに

は３階にリハビリセンターがございます。

そういうものが、やはり休日応急診療所

を撤去する後に事業が展開できないとい

う、市民にご迷惑をかける直結した問題

が出てくるということを我々の方は非常

に危惧しております。その中で今回のコ

ミュニティプラザにつきましては、この
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休日応急診療所問題を含めまして保健セ

ンターの扱いについて、今回の検証に含

めております。

　今回の検証に当たりましては、庁内で

検討会議を設置して、シビックゾーン内

の公共施設の再配置の検討協議会の中で

今、検証を進めているということでござ

います。

　ただ、その中にやはり今回、各所管か

ら意見をもらいますと、やはり生涯学習

機能、研修所とか、いろんなそういう施

設も導入するべきじゃないかというご意

見もあり、先ほど委員も言っていただき

ましたキッズプラザ、ホール的なもの、

そういうものをやはり導入して、生涯学

習機能を高めていきたいという我々の担

当所管からの意見もありますし、各種団

体からのご要望もいただいているところ

であり、それを今後、最終的にまとめて

いく協議にしていきたいなというふうに

考えております。

　また、まちづくり懇談会からも施設に

関してのご意見、ご要望もここに出して

いただいてる状況もございますので、総

合的に施設規模をまとめていきたいとい

うふうに考えてます。

　ただ、２，１００平米が、規模的な問

題でございますけど、やはりホールとい

うのは附帯施設が非常に大きくなるとい

うのは今回実感しましたけれども、やは

りそれから言うと６，０００平米近くの

面積になっていこうかなというふうには

考えております。

○木村委員長　鬼追まちづくり支援課参

事。

○鬼追まちづくり支援課参事　そうしま

したら、吹田操車場跡地に関しましての

ご質問にお答えいたします。

　まず、１点目ですね。起工式が始まっ

て、これから工事用車両がふえるだろう

ということに関しましてのご質問もあっ

たかと思いますが、委員おっしゃるとお

り、本年１月３０日にちょうど豊中岸部

線の上の方の鉄道機構の吹田工事事務所

横で特設会場を設けまして起工式を行わ

れました。

　事業者のほかに国や府の関係者、地元

選出議員、地元自治会役員さんなどの出

席もありまして、本市からは森山市長の

ほか、正副議長、正副委員長の出席をい

ただきました。

　市の担当としましては、生活環境部長

と都市整備部長の出席もされております。

　現状を申し上げますと、今、ターミナ

ル駅に関する工事については、本地域で

は山田川上の橋梁工事、または要らない

線路の撤去工事というような形の工事を

進めておりますが、平成１９年度につき

ましては、いよいよターミナル駅の駅本

体の建設、または調整池、防火水槽、こ

ういったたぐいの工事が予定されている

というふうに聞いております。

　そういった工事が始まりますと、当然

そこに出入りします工事車両が出てくる

かと存じます。現時点では、主な工事区

域が摂津市域でありますことからも、千

里丘４４号線を通過する工事車両の方が

若干多いと、特に大型等については多い

と聞いております。それにつきましては、

吹田側の工事車両の入出量については、

周辺自治会の賛同が得られていなかった

というふうに聞いておりますが、この３

月の５日だったと思います。岸部側の地

元説明会を行いまして、基本的な賛同を

得たというふうに聞きました。

　それを受けまして、現在、工事に伴い

ます事前の家屋調査の方をもう実施して

いると聞いておりますので、その家屋調

査が終了次第、順次、吹田市側にも工事

車両の振りかえがなされようかと。その
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根本にあります環境影響評価書に記載さ

れておりますとおり、両市域の入出車両

台数が均衡するように配分するというこ

とが遵守されると考えておりますし、本

市としても引き続き周辺住民の安全確保

と、または環境アセスメントの遵守とい

うような立場から厳しくその辺は指導監

視していきたいと、このように考えてお

ります。

　また、総合体育館等の話が出ているが

というお話があったと思います。跡地利

用の中で、今、我々としてはある程度、

防災機能を持った公園整備、及びその他

将来の公共施設の種地となるべく土地を

必要であれば確保していく検討を行って

おるということなんですが、それに関連

しまして、昨年末、庁内の各課にヒアリ

ングを行いまして、今現在、各課が抱え

ていらっしゃる課題だとか、その辺を加

味して跡地の利用を検討していきたいと

いうふうにヒアリングをかけましたとこ

ろ、確かに総合体育館も含めて何点か公

共施設、もしくはそれに関連するものが

必要であるがという話は聞いております

けども、いかんせん用地取得が伴います

問題からも、なかなか即決するわけにも

いきませんでして、これについては集約

というような考えもありますし、鉄道機

構から提示される土地価格の問題もござ

いますので、これにつきましては継続し

て協議して判断していきたいと、このよ

うに考えております。あと、正雀処理場

周辺にございます官舎の土地、もしくは

郵政の土地、これについてでございます

が、官舎につきましては正雀処理場に隣

接しているというようなこともございま

す。横には山田公園もございますので、

今、検討して、議論していただいており

ます有識者会議の中でもその辺を含めて

処理場、公園、官舎を含めて土地利用を

考えていくべきだという位置づけで検討

していきたいと思っております。

　ただ、委員おっしゃいます郵政の空き

地については、一連の土地ではないとい

うようなことからも、跡地利用の計画が

進んでいった中で、もしそこが必要にな

れば、その辺の議論が出てくるかと思う

んですが、今のところは特段こうしたい、

ああしたいというような思いは持ってお

らないというのが現状でございます。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　そうしまし

たら、千里丘西の再開発事業についてご

答弁させていただきます。

　西の準備組合につきましては、当初は

市からの補助金、また商工会からの補助

金を受けまして準備組合の運営をされて

おりましたけれども、平成１４年度で市

の補助金の方を打ち切り、また商工会か

らも補助金の打ち切りというような状況

になっております。

　その後、平成１７年度では、準備組合

の予算が枯渇するというような状況にな

りまして、そのときに準備組合として今

後どうしていくかというのを結構議論さ

れました。

　一つは解散してしまうというのも一つ

でありますし、ということの中でやはり

準備組合の看板は下ろせないというのは、

準備組合としての意向としてございます。

　その中で自分たちで運営資金を出し合っ

て、会費として徴収しながら準備組合を

存続させていくんやという態度になられ

まして、１７年度からは会費の徴収とい

うのを始められて、運営されているとい

うような状況です。

　そのときに、もう一つ今後の対応とい

う形で、今、何が一番課題かという形で、

もう言うまでもなく大口地権者の協力体

制が一番の課題であると。準備組合とし
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ては、この地権者の協力を積極的に進め

ていくんやというような方向を出されて

おります。

　それまでは、なかなか理事長も大口地

権者に会うというようなこともないまま

に準備組合が勉強会等をされてきたよう

な経過があったんですけども、１７年度

からは理事長も大口地権者とお会いになっ

て、いろいろ協力要請をされると。また、

市の方も一緒に行ったり、また個別に会っ

たりもしておるのが今の現状でございま

す。

　こんなような状況の中で、今度は開発

をしたいという大口地権者が出てこられ

て、開発の意向も準備組合の中に報告を

されておるという状況です。

　そのときに、その大口地権者に借地権

を持たれておると。どうしても開発する

には、その借地権行使というような状況

が出てくる。その中では、反対の大口地

権者がどんな形で、その開発に協力して

いくのかというのが非常に興味のあると

いうか、関心のあることになっておりま

して、その状況を見ながら準備組合とし

て今後の方針を考えていきたいと。

　と言いますのは、当初、大口地権者を

外しての再開発というのも面積的には決

して不可能じゃない面積にはなります。

ただし、規模は非常に小さくなってしま

うというのがございますけれども、ただ

準備組合としては、今まで一緒にやって

きた中で、この何人かは区域から外れる

というのを今簡単に決めるわけにはいか

ないと。ある程度、準備組合としてやっ

たけれども、やはりどうしようもないと

いう状況が出て初めて、やはりその規模

を縮小というようなことは考えられると

いうような判断に立たれまして、今は大

口地権者に対して、いろいろと協力要請

に当たっているというような状況であり

ます。

　しかし、この間、借地権を持たれてる

方が協力要請に行かれても、いい結果は

もらっていないという状況で、今、まだ

交渉といいますか、話が続いている状況

ですので、準備組合としては、これの結

果を見た中で区域を縮小するのか、準備

組合をやめてしまうのかと。

　その中で、市としましても解散された

ら当然、あそこは都市計画決定している

道路、駅前広場でございますので、再開

発という、市施工の再開発というのも一

つの選択肢でございましょうし、逆に再

開発なしで道路事業として用地買収して、

道路と駅前広場をつくっていくというこ

ともございますし、また規模を縮小した

中で大口地権者を外した中での再開発と

いうのも、いろいろ検討の余地はあるん

ですけれども、やはり今、準備組合がそ

ういう形の中で全体をやりたいという意

思がある以上といいますか、今の現状で

は市がまだ市の意向を前面に打ち出すと

いう状況ではないのかなと。

　市の意思が弱いというふうに言われる

んかもわかりませんけれども、今の財政

事情、南千里丘まちづくり、吹田操車場

跡地利用という事業がある中で今、積極

的にじゃあ千里丘西の再開発事業が市と

して取り組んでいくという状況も、なか

なかしんどい状況があるのかなというふ

うに思っております。

　続きまして、正雀駅前ですけれども、

正雀につきましては、当初、再開発事業

という形の中でいろいろ勉強もしてきた

わけでございますけれども、今、地元と

ワークショップ、話等を聞いてる中で地

元の意向として再開発をやりたいという

ような機運というのが、なかなか見られ

ない。なかなか難しいんではないかと。

　これは、千里丘西とは大分状況が違う
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んかなというふうな思いがあります。

　そんな中で再開発が一番全体的なまち

をつくるのにはいいんかもわかりません

けれども、果たしてあそこでそういう再

開発をして商業ビルを建てるという形が

ほんまに商業のために、正雀のためにい

いのかというのは、なかなか難しいとこ

ろもあるのかなという中で今回、１８年

度からワークショップというのを１回始

めて、市民の意向を聞こうという形の中

で今、取り組んでいる状況でございます。

　その中でもいろいろ、先ほどもありま

したように道路が狭いとか、バスがない

とか、いろんな種々問題が出ております。

ただ、すべて行政が整備していくのか、

まちづくりというのは、商業の活性も含

めて地元で、やっぱり取り組んでもらわ

ないかんというのも非常に大きな課題と

してございます。

　今、ワークショップでやっている中で、

いろいろ課題というか、将来の正雀のま

ちづくりに向けて課題とか、こういうま

ちがあったらいいねという将来像が出て

きてますんで、今後、それらを実現する

ためには、一体何が必要なのかと。それ

は一体だれがするのかと。行政側がする

べき基盤整備的なこともあれば、そのま

ちのにぎわいとか活気、安全という面で

は、やはり市民の方々が中心になってやっ

ていただくようなこともあるというよう

なところを今、検討しているところです。

　市政方針にありますように、動線の確

保というのは十三高槻線がこれから整備

されてまいりますのんで、そこからバス

等の導入というのも可能にはなってまい

ると思います。

　今、府営住宅までは、そこそこ広い道

ができていますけれども、そこから正雀

までの動線、一体どういう形の動線を取っ

ていったらいいんだろうと。

　道路を広げるにしても当然、用地買収

というような話もございますし、どれく

らいの道路が必要かというのもございま

すけれども、これは道路課の方とも道路

単品での整備というようなことも含めて、

また我 が々今やってます正雀のワークショッ

プの中でいろいろ意見も聞きながら十三

高槻線の整備とも見据えた上でいろいろ

と今後検討していく必要があるというふ

うに考えております。

○木村委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　南千里丘の関連でございま

すけども、土壌調査の件はわかりました。

ありがとうございます。

　小坪井避溢橋の件ですけど、阪急の方

と交渉されて、そして暫定的な措置とし

ては可能性があるということでございま

した。これ、やっぱり工事中の、確かに

バリアフリーはできないということ、そ

れだけの費用負担ができないということ

かもわかりませんけれども、現場を見ま

すとスペース的にはちょうど線路ののり

面のところにも通路ができるスペースが

あったりとか、これは十分可能だなと。

ただし、階段の処理になるかもわかりま

せんけども、そういうことが考えられる

わけですけど、工事中ということであれ

ば当然、駅舎の工事もありますし、これ

からこれがうまくいくかどうかわかりま

せんけども、引き続き高架工事に入ると

いうことであれば、約２０年間使えると

いうような考え方もできんことはないと

思うんですけど、少なくとも朝のラッシュ

時に、そこに千里丘地域のほとんどの子

どもは、ここを通りますから、その１０

０人ぐらいの子どもたちを迂回させれば、

産業道路踏切の安全性も随分確保できる

のではないかというようなことも考える

と、やっぱりぜひ前に進めていただきた

い。これは、高架になってしまったら別
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にそんなことは考える必要はないわけで

すから、そういう長期的な展望も見据え

てしっかり、これは検討をしていただく

こと、強気の態度で臨んでいただくとい

うことをこれは要望しておきたいと思い

ます。

　それから、コミュニティプラザの希望

的なことですが、どうしても一番最初に

お聞きをさせていただいているイメージ

が頭にありまして、２，０００平米ぐら

いかなというのがあって、今では６，０

００平米ぐらいになるということでござ

いまして、３倍ぐらいの大きさになるん

で、規模的にはまだ膨らむかもわからな

いというようなことですけども、そうい

う状況報告をしていただいて、突然出て

ビックリというふうなことにならないよ

うに、それは情報提供をしていただくこ

とを要望しておきたいと思います。中身

については、しっかりこれは同じつくる

のであれば、やっぱりいいもの、利便性

のあるもの。そして、また当然効率性の

あるものを追及しなければなりませんけ

れども、そういう意味ではしっかりと検

討していただくことを要望しておきたい

と思います。

　それから、吹田操車場跡地問題でござ

いますが、進入路の問題、３月５日に決

着をしたということでございますので、

また多分、本体工事に際しては、また地

元説明会等があるんだろうと思いますけ

ども、その辺の特に工事進入の計画につ

いては、担当課としてはしっかり目を光

らせておいていただいて、地元との約束

もありますから、その辺のところは十分

気をつけて今後も対応をお願いしたいと

思います。

　それと、いろいろな提案内容について

は、今後の課題の中でしっかりと、また

解決をしていただきたいと思います。

　千里丘西口の再開発に関連をいたしま

して、これは今までの話の中、先ほども

申しましたけども２１年の千里丘ガード

が一応開通というのもありますし、２２

年には道路がついてるというふうなこと

もあります。

　吹田市の周辺を見ますと、壮大なマン

ション計画というんですか、住宅計画を

されようとしておりまして、もう既に１，

０００戸ぐらいふえてるわけですけど、

さらにまた毎日放送の跡地の開発なんか

も出てきまして、これは恐らく千里丘を

利用する可能性が高いということでござ

いまして、今よりもさらに乗降人数もふ

えると。圧倒的に西口の方が乗降客が、

今現状も多くなっているわけですけど、

そういう意味では機運がほんとに、どん

どんと高くなっていることは間違いない

と思うんですね。

　今までもちょっと助役がおっしゃって

らしたけども、特に吹操跡地の開発に触

発されて、もう動きますよというような

ことで言われてましたけど、逆に言うと

市の方で、それをやっぱりてこにして動

かしていくぐらいの気概で取り組んでい

く必要があるのではないかなと思います。

　吹操跡地と、例えばドミノ式で考えて、

当然、立ち退きとかいろんなものも出て

くるわけですから、それと、乱暴な話で

すけども、それと一体的に考えてこの吹

操跡地の開発に引き続いて、この西口が

動くようなこともイメージとして、でき

んことはないのではないかと思うんです

けども、そういうちょっと千里丘の今ま

での流れの中で西口の開発、それから吹

操跡地の問題とあわせて、また市の方針、

考え方とあわせて一度、助役の方からこ

のことについてはご答弁をお願いをした

いと思います。

　それから、正雀地域の問題につきまし
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ては、この今までの中で確かに早急に再

開発をするということは大変難しいと、

これはもうよくわかっていることでござ

います。しかし、そういう担当課がたと

え違うとしても、いろんな形で利便性を

図るためのこのことを行ってくるにして

も、やっぱり担当課としてはしっかりと

全体像を持っていただいて、そしてしっ

かりその中には関与していただく中での

この正雀地域の交通の改善とか、こうい

うことに取り組んでいただくように担当

課として、しっかり取り組んでいただく

ことを要望させていただきたいと思いま

す。

○木村委員長　さっき、答弁の中で準備

組合の解散というような選択肢もあると

いうような答弁があったんですけれども、

そうなれば当然、やっぱり摂津市として

今まで補助金を出してきたことが一体何

やねんということになってしまいますし、

そういう点ではやっぱり準備組合は存続

をして、せめて２番目に大きなその土地

の所有者等との協議を進めていって開発

をするということも一つの選択肢として

あると思うんですね、その辺のことを踏

まえて助役の方から答弁、小野助役。

○小野助役　土井課長の方からありまし

たように、そのうちの大口地権者の一人

の方に２月の中ごろお会いをいたしまし

た。

　それで、その方の言っておられるのに

は、南千里丘にここまで確実に動くとい

うことは全く予想だにしなかったという

言葉もいただきました。

　それで、その地権者の方の言っておら

れるのは、そうなってくると千里丘西口

との関連はどうなるのか。

　もう一つの大きな要因で、ＭＢＳの撤

退で従前から西口の方の乗降客の方が多

いということは知っておられますんで、

我々もそう見てましたんで、一気に西口

におりてくる、この購買力の中身、それ

から岸辺の橋上駅が２２年、南千里丘の

まちびらきが２２年と、千里丘ガードが

２１年と、押し寄せるように出てきたな

ということであります。

　一度、その方ももう一度考えてみたい

と。ただし、もう一人の地権者に会った

けども、先ほど土井課長が言いましたよ

うに全く動かないという状況であります。

　この４月にもう一度お会いしましょう

ということで、そのときにお別れいたし

ました。過去には、その方が持っておら

れる大きな模型図を私も市長も見ました。

並み並みならぬ決意を持っておられるん

ですが、いかんせんもう一人の地権者が

全く動かないんだということでありまし

た。

　そういう中で我々は、あくまで準備組

合と、また地権者と、もう一人の地権者

とそういう周囲の状況はここまで来まし

たよということをもう一度、正確にきち

んとやはり将来図を見せる必要があるな

と。もちろん、準備組合にももう一度、

説明する必要があると思います。

　したがいまして、今後の選択肢として

は、準備組合の解散ということは、それ

は選択肢はありますが、そのことをこの

１９年度、２０年度に考えるということ

は毛頭ございませんでして、この前の２

月にお会いした一人の地権者の方に、も

う一度、全体像が確実に見えてきました

ので、そこをもう一度説明した中で、ど

う努力されるかということが一つ。

　それから、準備組合にもその努力をど

うされるかと。動かれない地権者の方に

ついて、どうアプローチするかというこ

とを難しい難しいばかりでは、だめやな

いかということをおっしゃってましたん

で、ここまで変わりますよということを
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もう一度説明をして、市としてやること

をもう一度整理をした上で当たってみた

いと、新年度早々に動きたいなという気

持ちでおります。今ところは、それ以上

のことは言えない状況でございますので、

よろしくお願いします。

○木村委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　助役が今、ご答弁いただき

ましたけども、やっぱり一つの大きなチャ

ンスというんですか、機運というんです

か、市長も南千里丘については機運だと、

旬だというふうにおっしゃってますけど

も、千里丘の西口もやっぱり、それだけ

周りから条件が重なってきて、やっぱり

旬にどんどん近づいてきているというこ

とだと思いますので、そのことをしっか

りと認識、認識されていると思いますけ

ど、やっぱりこれは市当局としての最大

努力をもって、何とかこれが大きく進め

られるように、これは要望といたしてお

きますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。

○木村委員長　ほかに、はい、山本善信

委員。

○山本善信委員　千里丘の西口駅前の問

題につきましては、今、助役からご答弁

があり、また土井課長の方からご答弁が

ありましたけれども、ほんとにすぐ地元

におるものとして非常に残念で、進まな

いというか、進まないどころかびくとも

動かないというような感じで、その土地

の権利ということに対する、これほどま

でに影響するものかなという感じで非常

に残念に思うわけです。

　土地というのは公共財産ですから、公

共財産を持ってるわけですから、その公

共財産というのはやっぱり公共の用に供

する。ただ、取り上げてしまうという話

ではないわけですから、その辺のところ

を十分、やっぱり理解してもらって、こ

れは今までは準備組合等を設立してやっ

ていただいてまして、また新たに権利者

になられた大口の方とも接触をもたれて

やってこられたということに対して、全

然応じる形が整わないということである

わけで、非常に残念であります。

　しかし、そんなことを言うておっても

仕方がありませんので、これはやっぱり

公共的な立場を、市であるわけですから、

その市の立場でこれはもう、また積極的

にむしろ組合だけじゃなしに、市の方と

して積極的に動いていただきたいという

ことを私からお願いしておきたいと思い

ます。

　状況が変わってるというのは、こっち

の摂津市の状況が変わっているというこ

とももちろんありますけれども、それ以

上に山手の開発が旧銀行とか生命保険会

社の跡地の社員寮なり、そういったこと

がすべて住宅地になりまして、大変な増

加をしているわけです。

　だから、それが大阪とかあるいは京都

へのアクセスの一番近いところというと

千里丘しかないわけですし、駅前があの

状態では非常に問題が多過ぎるというふ

うに思いますので、方々もう少し様子を

見てからということじゃなしに、むしろ

積極的にどんどん、この手でいかなんだ

らあの手、あの手でいかなんだらこっち

というような感じで、どんどん働きかけ

をしていただいて頑張っていただきたい

ということ、これはお願いしておきたい

と思います。

　それから、まちづくり交付金の問題、

先ほど嶋野委員からのご質問にありまし

て一定のお答えをいただいたわけですが、

えらい細かい話ですが、当初区域にして

おられたところと、区域として考えられ

ておられたところから境川の東側の方を

区域に入れ、あるいはまた南側一定の区
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域を広げられましたね。

　それは、まちづくり交付金の関係でそ

ういうふうにされたということを以前に

説明を受けたわけですが、具体的にこの

ような予算化されますと、一体当初の計

画と、それから区域を広げられたことに

よる分との差がどれぐらいあるのか。率

は同じ５分の２ということですから、そ

の事業費全体が膨らんだ形の中で絶対額

として、どれだけ膨らんだのかというこ

と、この差が出たのか、どういうふうに

出たのかということをちょっと聞かせて

いただきたいと思います。

　それから、１７５ページの土地の購入

費３，０００万円ということで、予算化

されました。これは、産業道路踏切のと

ころから駅舎の千里丘側の駅舎に向かう、

駅舎の予定、改札口へ向かう通路として

の民地を一定買収したいということは承

知しておるわけですが、具体的に面積が

どういうふうな形でなるのか。

　それから、またその買収できる見通し

というのは、今、どの程度に感じておら

れるのか、考えておられるのかというこ

とを聞かせていただきたいというように

思います。

　それから、これも先ほど藤浦委員の方

からご質問がありましたけれども、来年

の６月から境川堤防沿いの遊歩道が工事

のために閉鎖になるということは聞かさ

れております。これに変わる措置として、

どうするのかということについての具体

的な話は、まだ聞かされてないわけです

ね。

　丑川水路について、今は特に阪急の下

につきましては半分だけという形になっ

ておりますけれども、これを逆に水路そ

のものにつきましては、千里丘東３丁目

側からの排水路であったわけですが、下

水が完全にでき上がってますので、この

水路に関しましてはむしろ非常用のとき

以外はほとんど水が流れてないというよ

うなことだと思います。すべて下水の中

に入っているわけですから。

　ですから、その辺のところを考え合わ

せて非常用としての機能はいろいろな形

で残しとかないかんとは思うんですが、

通路そのものの人が通るところの道は拡

幅して利用することができるのと、それ

から水路の上を前後スロープになってる

ところにつきまして、若干スロープの位

置を変えるなり、水路の上を利用して十

分、機能させることができると思います

ので、工事中のことやら、そういったこ

とを代替措置としてそういう形のもので、

今、どんなふうに考えておられるのかと

いうことを聞かせていただきたいと思い

ます。

　それに関連して、先ほど藤浦委員の話

がありました産業道路踏切、京都側の小

坪井避溢橋に関しましては、これの活用

はぜひやっていただきたいと思いますし、

前後は民地になっているわけですけれど

も、先ほどもお話がありましたように、

いわゆる線路ののり面を上手に使えば、

その空間は十分確保できるというふうに

思いますし、片方の民地は空間としては

あいてるわけですから、しかも車の通路

に使っておられたりすることもあります

し、そういったことと関連してやってい

けば、そんなに費用もかからずにできる

話じゃないかというふうに思いますので、

これは先ほどのご答弁でさらに努力して

いただくということでありますので、そ

れに期待したいというふうに思います。

　ですから、丑川水路を活用した扱いに

ついて、どういうふうに考えておられる

のかお聞かせいただきたいと思います。

　それから、コミュニティプラザにかか

わる話で、市の方の考え方として、いろ
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いろ先ほどサテライト等、いろいろな形

の機能を持たせるような形のものにした

いということでジェイ・エス・ビーとの

かかわり、ご提案もありますし、そういっ

たことと含めてやっていただくというこ

とは、それはそれでいいわけですが、今、

まちづくり懇談会の中でも一定のいろい

ろな形で提言が出されておるわけで、そ

れとのかかわりでどの程度、あれもこれ

もというわけにはいかないので、その選

択が非常に難しいかというふうに思いま

すけれども、基本的に考えておられる話

として、久先生が十分に、これから具体

的に例えば教育・文化とか福祉とか、あ

るいはまた健康・医療の話、それから環

境といった、こういうことを一つのポイ

ントにしながら、このコミュニティプラ

ザの方向性を探っていっていただいてい

るわけですけれども、市の方とのかかわ

り、これをどういう形で、この提言を早

くまとめないと、どんどん市の方の中身

での検討が先に進んでしまって、これの

まちづくり懇談会の中身について、後か

ら追うような話で、これ月１回いろいろ

やってるわけですから、次は教育と文化

について、そしたら集中的にやりましょ

うという形になってるんです、４月の初

めの分につきましてはね。ですから、あ

と環境と教育と、こういうふうに動いて

いきますと、６月、７月になってしまい

ますし、逆に市の方の検討とのかかわり

の中で時間的な違いが生じますので、そ

の辺のところをこちらのまちづくり懇談

会の様子をどういう形で、どの時点でちゃ

んと整合性のあるようにされるのか、そ

の辺をちょっと聞かせていただきたいと

いうふうに思います。

　それから、吹操にかかわる話で正雀処

理場の話につきましては、これは市長が

加わっていただいている吹田市との会議

の中できっちり、この中へ加えていただ

くということで頑張るんやということの

話はあります。ですから、そういうこと

の中でぜひ別々にして、外したりしない

ようにしていただくということと。

　それから、先ほど藤浦委員の、これも

話がありました隣の郵政のどうのこうの

という話がありましたね。だから、区画

整理方式でやろうとする一定の方向づけ

を持っておられるようですから、だから、

できたらそこの部分も区画整理の中に入

れて、そこへ区域を広げてやれば、これ

はいいわけですから、そういったことを

考えてもいいのと違うかと思いますけど、

無理に入れるということになるのかもし

れませんけども、やはり今までほかでも

そうですけども、いろいろな区画整理は

摂津は何回もやっているわけですから、

それの区域をどこにするかという話は、

これは市が主体的にまちづくりの全体か

ら考えて、やってもいいかというふうに

思いますので、そういったことを検討さ

れてもいいのと違うかと思いますので、

あえて藤浦委員が出された分について、

さらにどういうお考え、今の時点で、い

やもうそんなん全然あきまへんねんとい

うことになるのかならないのか、一遍ちょっ

と聞かせていただきたいと思います。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　それでは、南千里

丘まちづくりにかかわります、まちづく

り交付金のことにつきまして、ご答弁申

し上げます。

　当初、ご説明させていただいた、まち

づくり交付金対象の事業区域が拡大し、

事業費も拡大したと。そして、当初の交

付金と拡大後の交付金の額が幾らぐらい

かということのご質問だと思うんですけ

ども、当初、交付金としましては３億円

程度見込んでおりました。
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　そして、まちづくり事業区域を拡大し、

中学校の部分の歩道整備、あるいは境川

の左岸の整備、あるいは福祉会館の撤去

には補助金がいただけませんけども、そ

の再整備をするための整備費に対して、

国に対して交付金の要望をしております。

　その額が３億８，７００万円というふ

うに計画の中で入れておりますが、今後、

国の方で再精査され、どれだけの交付金

が充当されるのかというのはわかってま

いります。まちづくり交付金につきまし

ては、一応そのようになっております。

　そして、土地購入費の件でありますが、

民間の土地を買収ということで予算を計

上させていただいてます。面積につきま

しては、線路沿いから並行に約６メート

ルの幅で検討しておりまして、まだ測量

はしっかりできておりませんので約１７

０平米ほどではなかろうかと思っており

ます。

　そして、交渉状況でありますが、権利

者の方と二、三回、交渉させていただい

ております。そして、権利者の方は高齢

ということから代理人を通されておりま

す。代理人とも一度、交渉をいたしてお

ります。そのときには、６メートルの幅

を用地を協力するということはできない

というのは、はっきりとおっしゃってお

ります。

　市としましては、駅舎から千里丘三島

線までの歩行者動線を安全に確保したい

という観点から、できるだけ例えば１メー

トルでも２メートルでも協力いただけな

いかというお話はお願いに行っておりま

す。まだ、その段階でございまして、１

メートルであれば協力するとか、そこま

での話には、まだ至っておりません。

　ただ、境川をオーバーする橋の工事、

歩道橋の工事に関しましても用地が一部、

やはり民地を借りることが想定されます

ので、その協力についてもお願いはして

おります。

　それについては、一定、工事期間中の

借地であれば、多分協力できるだろうと

いうことまではお聞きしておりますが、

それ以後の交渉については行っておらな

いという状況になっております。

　そして、丑川水路の工事に関して通行

どめが発生し、その丑川水路を暗渠化し、

その前後のスロープの部分をどういうふ

うに考えているのかというご質問だと思

うんですけども、当然、阪急の下のボッ

クスの中の水路につきましては暗渠化し、

歩道を拡幅する予定にしております。

　そのためのすりつき部分のスロープに

つきましても暗渠化し、スロープを拡幅

したい。あるいは、もし下流であれば、

ずっと下流の方まで管渠を布設して、境

川の左岸側の天端が拡幅できるのであれ

ば、そのような検討もしてまいりたいと

考えております。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　そしたら、私の方

からコミュニティプラザ複合施設にかか

わります、まちづくり懇談会と市との検

討会議を開いておりますけれども、そこ

とのスケジュール的な整合ということの

ご質問をいただいておりますので、ご答

弁を申し上げます。

　コミュニティプラザそのものがある一

定時間をかけて今日まで来ておりますけ

れども、具体的にやはり利用される方の

ご意見というのは非常に大事でございま

すので、そのあたりをまちづくり懇談会

に自由に参加していただいている住民の

方々にも、やはりご意見をいただきたい

というふうに我々は思っております。

　そこで、次回、第９回目になると思い

ますけれども、教育・文化という一つの

キーワードがございまして、それを皆さ
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ん方にご意見をいただくという形になっ

ております。

　そこで、我々の今、コミュニティプラ

ザそのものも健康・福祉・医療・文化・

教育という一つのコンセプトを持ってお

りまして、それときっちり整合するんじゃ

ないかなというように思ってます。

　そこで具体的にどういうようなご意見

が出るのかなというのは、我々も逆に期

待をしております。

　ただ、全部が全部、やはり限られた財

政問題もございまして、限られた施設で

もありますので、そのあたりはやっぱり

お聞きできること、配慮できること。で

も、ここまでは、これ以上は無理ですよ

という一つの線引きはなるかなと思いま

すけれども、やはりあとは例えば研修室

一つ、教育・文化・生涯学習のキーワー

ドを持っていただければ、例えば研修室

一つにとりましても多機能な研修室が設

備の投下によってできることもあります

し、そのあたりは今度は専門家にそうい

うようないろんな意見をいただいて、意

見の中で専門家に一部、またご指導なり、

また逆に専門家の提案もいただくことも

あろうかということで今回、予算を計上

させていただいておりますので、十分、

まちづくり懇談会のご意見を聞きながら、

また各種団体の方もいろいろご意見もあ

ろうかと思いますので、十分配慮してい

きたいということも考えております。

　できるだけスケジュール的なものは、

限られた時間ですけれども、やはり整合

性を図っていきたいというふうに考えて

おります。

○木村委員長　鬼追まちづくり支援課参

事。

○鬼追まちづくり支援課参事　郵政の跡

地について区画整理に参画してみたらど

うかという点でございますが、お恥ずか

しい話、正直言いまして、その場所につ

いての大体の場所等は理解するんですけ

ども、規模だとか、あと逆に郵政民営化

に伴いまして、その土地の所在がどうな

るのか、財務省に移るのか、もしくは新

しくできます組織のものになるのか、そ

の辺等の問題もかかわってきますし、そ

れを取り込むことによって、本市にとっ

て、もしくはまちづくりにとって有利に

なるのか不利になるのか、その辺も関係

しているかと思いますので、一たんちょっ

と我々の方で検討させていただきまして、

また再度、委員会等で報告させていただ

くという形でよろしくお願いいたします。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　一番あとの方からちょっ

と申し上げたいと思いますが、藤浦委員

がやっぱり地域全体のことを考えて、も

ちろん吹田操車場の跡地というのは特定

されたところですので、しかもそこへそ

れに全く隣接している処理場の問題があ

りますから、それを含めてということで

あるとするなら、あの付近の全体を一帯

考えて、仮にそれを含めることによって、

よりベターなまちづくりができるんやと

いうことであるんなら、そういうことを

考えてもどうかということの提案やった

というふうに思いましたし、それは区画

整理手法ということでやるわけやから、

その区域に入れたらどうかという話をし

たまでで。

　あるいは、また飛び地のところまでそ

の区域に入れろというところまで言うつ

もりはないんですけれども、そこまでし

てでもやってもいいぐらいのところであ

るんやないかというふうなことも思いま

すので、これは十分、検討していただけ

たらというふうなことを思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。

　無理にどうのこうの言うてるつもりは
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ありませんので、そういうことでちょっ

とご理解をいただきたいと思います。

　それから、交付金の問題もよくわかり

ました。いろいろ工夫した中でというこ

とは、やはり事業費を少しでもつくり出

す。それから、隣接にもいい効果をもた

らす、この南千里丘の開発によってもた

らすということからの話として、そうい

うふうに判断されたということは非常に

適切であったかというふうに思いますの

で、そういったこれからの工夫もぜひ考

えて、これからもぜひそういったことも

考えていただけたらというふうに思いま

す。

　それから、土地購入の話ですが、なか

なか難しい話で、対象になってご協力い

ただかないかんお方は私もよく承知しと

るわけですけれども、何とかお願いして、

協力していただけるように話を続けてい

ただきたいというように思います。

　それから、丑川水路の話につきまして

も検討していただいてること、あるいは

また小坪井避溢橋のことについても先ほ

どからご答弁もありますので、もうこれ

以上申し上げるつもりはありませんが、

要は工事のとき、あるいはまたこれから

将来にわたっても、やはり有効にその空

間を活用せないかんということから、ぜ

ひ工事の問題とか、そういったこともあ

りますけれども、よく考えてやっていた

だけたらというふうに思います。

　私らも、また地元におる者として、い

ろいろ提案できる話があるようでしたら

私らも考えて、またお話はしてみたいと

思いますけど、今の段階ではそういうこ

とで、いろいろ考えていただいているよ

うですので、それを了としたいと思いま

す。

　それから、まちづくり懇談会とのかか

わりでの、先ほどサテライトキャンパス

というのをちょっと言いそびれたんです

が、そういったこともジェイ・エス・ビー

がここにあれだけの用地を確保して、い

ろいろまちづくり上の非常に熱意を持っ

てこられてるということ。

　いろいろ陰からというか、別の形でか

なりここの開発については力が入って、

あるいはまたほかでいろいろやっておら

れることについての一つのモデルケース

ぐらいのつもりで、しっかりやりたいと

いう意向があるように間接的にお聞きし

ております。

　ですから、そういったこともあります

ので、それを受ける、あるいはまたそれ

と一緒にまちづくりをしていこうという

摂津市として十分なそれに対する答えが

できるように、あるいはまた開発者とし

て入って来られた方にも十分、納得いた

だけるようにして立派なものにしていた

だくための努力をさらに続けていただき

たいということをお願いして、以上で質

問を終わります。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　きょうは午前中から、それ

ぞれ非常に内容の濃い質問が出たように

思います。

　私は、ご答弁はもういいと思うんです。

考え方というか、ご意見だけ少し述べさ

せてください。

　一つは、やっぱり午前中から出てる阪

急の連続立体交差化の問題です。これは、

今までからもこの南千里丘の開発は、次

に第二ステージとなる連続立体交差化を

急いでいくということも含めて、こちら

に旬だということで非常にいい意味で前

進してるわけですが、その中でやっぱり

市民からは連立が、まだできないのなら

ば、やっぱり駅だけつくったら交通渋滞

だとか時間の問題だとか踏切の閉鎖だと

か、やっぱりデメリットも結構多いので
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はないかと。

　だから、やはり早く連立をする必要が

あるんじゃないかということです。これ

は、もう前から述べてきましたけれども、

今、財政的な問題で連立化を具体的にで

きないということになると、若干寂しい

思いはします。正直言うて、今、仮にそ

のことを乗り切ってでも連立化の事業を

受けて、認定を受けていくということに

しても、側道だとかいろいろな諸般の事

情で、まだ５年、１０年、いや１５年と

いう先のものになりますから、姿勢だけ

は早く示してほしいなというふうに思い

ます。

　ただ、お金がないのに何ができるのか。

今日の南千里丘のことだけでも財政的に

非常にきついのに、そっちまでというこ

とを言われると私ら何も言わんやですけ

れども、その辺の市民の声、この連立の

声があるということを認識しておいてく

ださい。

　それはなぜかというと、正雀の人が先

般、私のところへ言うてきはりました。

「柴田さん、南千里丘の開発は、そら悪

いとは言わんよ。そやけど正雀の我々に

とってもほとんどメリットないがな」と

こういう、電車はまたようけ時間かかる

ん違うんかとか、いろいろなこともおっ

しゃってますんで、そういうことも含め

て、この連立を早くしてもらうというこ

とも大きな南千里丘の今回の新駅の構想

の中にもあるんですからということを言

うてあります。

　それから、次に吹田操車場跡地でいろ

いろと協議をしてもらう、委員会をつくっ

てもらってやってもらわなければ、摂津

が一番言うてもらわないかんのは正雀終

末処理場を今後どうするかと。このこと

に僕はかけてもらってもいいんじゃない

かと思うんです。

　なぜ、こういうことを言うかというと、

ご承知のように、あのお隣には芦森工業

があります。この処理場か移ってくるま

でのいきさつは、話をすれば１時間でも

２時間でもできるんですが、いろいろな

プロセスの中からあそこに来たという経

緯があります。

　そういうことで、今なお、やっぱり少

し問題が１００％ないというわけではあ

りません。そういうことも含めて、ぜひ

このことについては考えてほしいと、こ

の２つだけ、ご意見として申し上げてお

きます。

○木村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時３２分　休憩）

（午後２時３４分　再開）

○木村委員長　休憩前に引き続いて再開

いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　討論なしと認め、採決い

たします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定
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しました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

　ご苦労さんでした。

（午後２時３５分　閉会）
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